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建設環境委員会会議録 

 

平成２５年６月１８日 火曜日 

  午前１０時０２分開議 

  午後 ０時５９分閉議（実時間１６７分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第７４号・平成２５年度八代市一般会

計補正予算・第３号（関係分） 

１．議案第７５号・平成２５年度八代市公共下

水道事業特別会計補正予算・第１号 

１．議案第６８号・市道路線の廃止について 

１．議案第６９号・市道路線の認定について 

１．議案第７０号・契約の締結について（八代

市公共下水道八代市水処理センターの建設

工事委託） 

１．所管事務調査 

 ・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

 ・生活環境に関する諸問題の調査 

  （微小粒子状物質ＰＭ２.５への対応につ

いて） 

  （ごみ非常事態宣言後の状況について） 

  （八代市環境センター建設事業の進捗状況

について） 

  （入札・契約制度の改正について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  田 方 芳 信 君 

副委員長  堀 口   晃 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  田 中   安 君 

委  員  中 村 和 美 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  松 浦 輝 幸 君 

議  長  古 嶋 津 義 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 建設部長      船 藏 満 彦 君 
 
  建設部総括審議員 
           井 本   康 君 
  兼次長 
 
 
  首席審議員兼 
           下 川 哲 夫 君 
  土木建設課長 
 

  街路公園課長   閘   賢 一 君 

  理事兼下水道総務課長 松 本 貞 喜 君 

  下水道総務課経営係長 古 田 和 弘 君 

  土木管理課長   鶴 山 信 一 君 

  下水道建設課長  楠 本 研 二 君 
 
  下水道建設課副主幹兼 
           松 野 光 洋 君 
  水処理センター場長 
 

 環境部長      宮 川 正 則 君 

  環境課長     宮 田   径 君 

  環境課環境保全係長 中 川 順 一 君 

  ごみ対策課長   山 口   剛 君 

  環境センター建設課長 小 橋 孝 男 君 
 
  環境センター建設課 
           古閑迫   修 君 
  主査 
 

 総務部長      木 本 博 明 君 

  契約検査課長   國 岡 雄 幸 君 

  契約検査課長補佐 西   竜 一 君 

                              

○記録担当書記    松 本 和 美 君 

 

（午前１０時０２分 開会） 

○委員長（田方芳信君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり） 

 それでは、定刻となり定足数に達しましたの

で、ただいまから建設環境委員会を開会いたし

ます。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付
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してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第７４号・平成２５年度八代市一般会計

補正予算・第３号（関係分） 

○委員長（田方芳信君） 最初に予算議案の審

査に入ります。 

 それでは、議案第７４号・平成２５年度八代

市一般会計補正予算・第３号中、当委員会関係

分を議題とし、説明を求めます。 

○建設部長（船藏満彦君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 船藏建設部長。 

○建設部長（船藏満彦君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

建設部長の船藏でございます。 

 本委員会に付託されました、議案第７４号平

成２５年度八代市一般会計補正予算・第３号

中、当建設部所管分につきまして、井本総括審

議員兼次長並びに関係課長より説明させますの

で、よろしくお願いします。 

○建設部総括審議員兼次長（井本 康君） 委

員長。 

○委員長（田方芳信君） 井本建設部総括審議

員兼次長。 

○建設部総括審議員兼次長（井本 康君） お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）建設部総括審議員兼次長の井本

でございます。着座にて説明させていただきま

す。 

 それでは、補正予算書の２ページをお開きく

ださい。 

 第１表・歳入歳出予算補正、歳出でございま

す。 

 款７・土木費では、補正前の額５４億７９４

０万６０００円に１億７８９０万円を増額補正

し、５６億５８３０万６０００円といたしてお

ります。 

 内訳といたしまして、項２・道路橋梁費で、

補正前の額１７億１２８１万７０００円に６１

７０万円を増額補正し、補正後の予算を１７億

７４５１万７０００円、また、次の項５・都市

計画費では、補正前の額３０億５８９４万２０

００円に１億１７２０万円を増額補正し、補正

後の予算を３１億７６１４万２０００円とする

ものでございます。 

 今回の補正の理由といたしましては、社会資

本総合整備事業における２５年度分の国からの

交付金の内示額が、市の予算措置額を上回って

内示されましたことから、増額補正をお願いい

たすものでございます。 

 節ごとに御説明いたします。９ページをお願

いいたします。９ページ一番下の欄でございま

す。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費、目３・道

路新設改良費では６１２０万円の増額補正をお

願いするもので、節１３・委託料では、１０ペ

ージの説明欄、東西アクセス線改良事業のうち

の新牟田西牟田線改良事業の測量設計に１００

０万円を計上し、竜西幹１号線改良事業におき

まして、ＪＲとの委託料が確定いたしましたこ

とから、２７３万１０００円を減額いたしまし

て、７２６万９０００円を追加計上するもので

ございます。節１５・工事請負費３３９３万１

０００円は、竜西幹１号線改良事業で減額いた

しました委託料２７３万１０００円を工事請負

費に計上いたしまして、さらに１１７４万８０

００円を追加、また、南北アクセス線改良事業

の北吉扇ノ江線改良事業における道路改良工事

に１９４５万２０００円を追加計上するもので

ございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 節１７・公有財産購入費２０００万円は、鏡

町有佐地区の野津橋小路長溝線におきます用地

取得費を追加するものでございます。なお、南

北アクセス線改良事業の北吉扇ノ江線は、当初

平成２６年度を予定いたしておりましたが、今

回の補正で１年前倒しし、平成２５年度内の完
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了を目指すものでございます。 

 次に、目４・橋梁維持費では５０万円を補正

するもので、橋梁長寿命化修繕事業における大

平２号橋補修工事に追加計上するものでござい

ます。 

 次に、項５・都市計画費、目２・街路事業に

おきまして１億１７２０万円を増額補正をお願

いするものでございます。内訳といたしまし

て、説明欄、南部幹線道路整備事業に１億７２

０万円、北部幹線道路整備事業に１０００万円

を追加計上するものでございます。節ごとに御

説明いたします。節１３・委託料１２０万円

は、南部幹線南川橋梁上部工の現場技術管理業

務委託料でございます。節１５・工事請負費１

億３４００万円は、南部幹線南川橋梁上部工建

設工事に５０００万円、南部幹線道路改築工事

に５６００万円を、また、北部幹線道路改築及

び舗装工事に２８００万円を追加計上するもの

でございます。なお、南部幹線南川橋梁上部工

建設工事につきましては、４径間を一体として

施工いたしますことから、工期が約１年６カ月

を要しますため、１１ページの債務負担行為で

翌年度以降にわたるものについての前年度末ま

での支出額及び当該年度以降の支出予定額等に

関する調書にお示ししておりますとおり、平成

２６年度に３億３８５０万円を限度といたしま

す債務負担行為の追加補正をお願いし、２５

年、２６年の２カ年の事業として施工を予定い

たしております。節１７・公有財産購入費１８

００万円の減額は、北部幹線事業区間におきま

して、用地について難航しておりましたことか

ら、平成２５年度に執行を予定しておりました

ところ、本年３月中に地権者の合意が得られ、

契約が完了いたしましたことから、当該用地費

相当額を減額するものでございます。なお、同

額を節１５の工事請負費に計上いたしまして、

本年１２月中の完了を目指すものでございま

す。 

 次に、お手元にお配りしております資料の説

明をさせていただきます。表紙右肩に黒枠で資

料と記したＡ４判のものでございます。今回、

補正対象の事業の位置図、それから平面図を資

料として添付いたしております。平面図におき

まして赤色で塗っております部分が、今回、追

加補正にて施工いたします箇所でございます。

例えば、１ページは竜西幹１号線の位置図でご

ざいます。２ページが、同じく竜西幹１号線の

平面図でございまして、この平面図におきます

赤色で着色した部分が、追加補正をお願いして

施工いたす部分ということでございます。以

下、ほかの箇所も同様に記しております。 

 以上でございます。御審議をよろしくお願い

いたします。 

○委員長（田方芳信君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

○委員（大倉裕一君） よかですか。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 今回、道路改良が何件

か出ているわけですけれども、まず、資料をで

すね、これだけ準備していただいたということ

は、非常にわかりやすくてよかったかなという

ふうに思っております。 

 その中で、資料に基づいて、竜西幹１号線で

すかね、これはＪＲさん、――新八代駅の井上

町側の踏切の部分を新しくつくられる分だと思

うんですけども、この工事の概要をもう少し詳

しくお話をいただきたいということと、議会で

承認をされた後ですね、大体、いつぐらいにこ

の工事を予定されているのか、その予定あたり

もお聞かせいただければというふうに思いま

す。 

○委員長（田方芳信君） 下川課長。 

○首席審議員兼土木建設課長（下川哲夫君） 

確認いたします。道路の構造的な概要というこ

とでよろしゅうございますでしょうか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 
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○首席審議員兼土木建設課長（下川哲夫君） 

はい。踏切部分につきましては、２車線道路で

踏切をつくる予定でございます。また、片歩道

──片側だけ歩道をつけて、２車線片歩道とい

う構造でいたします。取りつけの道路分も同じ

ような構造でございます。 

 ＪＲの委託の工事につきましては、現在、協

定書を結ぶ準備をいたしておりまして、整い次

第、ＪＲさんのほうで施工していただくという

ふうに考えております。工期の予定としまして

は、２月末を、一応目途に管理協定、――協定

を結びたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（田方芳信君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。（｢なし」と呼ぶ者あり）ほかになければ

……。 

○委員（大倉裕一君） あ、済みません。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 南川橋梁の、今回、債

務負担行為も２６年度分は追加補正出してある

んですけれども、もう少し詳しく御説明をいた

だきたいと思うんですが。 

○街路公園課長（閘 賢一君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 閘課長。 

○街路公園課長（閘 賢一君） はい。街路公

園課の閘でございます。 

 お手元の資料の８ページをお開きいただけま

すでしょうか。（｢はい」と呼ぶ者あり）それ

の平面図と橋梁部の断面図がございますけど

も、今回、お願いしております上部工、およそ

３億８０００万円の工事になりまして、今回の

補正で１年目５０００万円、２年目を３億３０

００万円ということでお願いしておりますわけ

ですけども、ここの橋梁部の断面を見ていただ

きますと、今年度、――昨年度までに橋梁部下

部工の工事が終わりまして、一部Ａ１、Ｐ１の

ですね、現場打ちの床板橋を完了させておりま

す。残り、今年度、今度は当初予算におきまし

て、Ｐ５とＡ２間のですね、同じく現場打ちの

床板橋を予定いたしておりますわけですけど

も、今回、新たに補正で参りましたので、いよ

いよ本体のですね、桁の上部工にかかることが

可能となったということで、この桁の上部工に

つきましては、Ｐ１からＰ５の区間でございま

す。合わせて４径間ございます。 

 この部分を工事いたしますのに、１年６カ月

かかります。当然、桁の工場製作から始まるわ

けでございますけども、そういうことで、１年

目は今から準備いたしまして、多分、次のです

ね、議会で、――定例会におきまして、契約の

案件をですね、お願いしたいと予定いたしてお

りますので、それから換算しまして、どうして

も年度内に終わらないようなことで、２カ年の

工事になるということで、工法的なものも説明

したほうがよろしゅうございますでしょうか。 

○委員（大倉裕一君） いや。 

○委員長（田方芳信君） どうでしょうか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 工法的なものはされな

くていい。構いません。 

○街路公園課長（閘 賢一君） はい。じゃ

あ、以上の説明でよろしゅうございますでしょ

うか。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） ほかにいいですか。 

○委員長（田方芳信君） はい。大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。済みません。土

木の道路工事といいますと、よくこう地権者の

方がいらっしゃって、地権者との交渉が思った

ように進みませんでしたということで、繰越明

許という取り扱いになることが、毎年結構出て

きている部分があるんですけれども、今回のこ
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の補正で上げられる分というのは、もうその繰

り越しになるような件名はないということで理

解をしてよろしいでしょうか。 

○建設部長（船藏満彦君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 船藏部長。 

○建設部長（船藏満彦君） はい。今回補正で

お願いしております竜西幹１号ですね、これ

は、地元及び隣接の地権者との合意は、もう済

んでおりますので、工事はスムーズにいくもの

と考えております。 

 それから、鏡町の小路長、（｢小路長溝線」

と呼ぶ者あり）小路長溝線ですね。これについ

ては、用地費を計上しておりますが、一応、地

権者の合意は得られておりますものの、具体的

な用地交渉には至っておりませんので、これか

らということでございまして、これも、よっぽ

どのことがない限りは大丈夫かなと考えており

ます。 

 あとにつきましては、もう今、課長が説明し

たとおりでございまして、以上でございます。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） そうですね。市民の方

の財産を、今から御相談いただくということで

すので、丁寧な対応をですね、お願いをしてお

きたいというふうに思います。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） １０ページの橋梁維持

費の５０万円の補正額なんですが、これ、大平

２号橋というふうに御説明があったわけなんで

すけれども、この橋梁の長寿命化修繕事業とい

うのは、当初予算にですね、上げられてあった

んだろうと思うんですよ。いろいろですね。な

ぜ、ここだけがこの５０万円という金額が補正

で上がってきたのかというところを、ちょっと

御説明いただけますか。当初予算で組まれなか

った理由も含めて。 

○建設部長（船藏満彦君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 船藏部長。 

○建設部長（船藏満彦君） はい。当初予算で

組んでおります。（｢あ、組んでいる」と呼ぶ

者あり）７５０万円組んでおりましたんです

が、今ちょうど設計を調整しましたところ、５

０万円ほど足らないということで、５０万円を

今回の追加内示で来ましたもんですから、それ

に５０万円を充てているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 説明のときにですね、

当初予算でそうやって組んどって、そして、こ

の７５０万円足らなくて、５０万円が今度追加

補正になったっていうことでの御説明ならば、

総額の８００万円であるというようなことであ

るならば、最初から５０万円という説明ではな

くて、８００万円の、――７５０万円で足らな

くて、５０万円補正をするものだというような

ことの御説明をしていただきたいというふうに

思っていますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７４号・平成２５年度八代市一般会計

補正予算・第３号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおりに決するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 
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○委員長（田方芳信君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第７５号・平成２５年度八代市公共下水

道事業特別会計補正予算・第１号 

○委員長（田方芳信君） 次に、議案第７５号

・平成２５年度八代市公共下水道事業特別会計

補正予算・第１号を議題とし、説明を求めま

す。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） 委員

長。 

○委員長（田方芳信君） 松本下水道総務課

長。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）下水道総務課長の松本でございま

す。座っての説明でよろしゅうございますか。 

○委員長（田方芳信君） どうぞ。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） 議案

第７５号・平成２５年度八代市公共下水道事業

特別会計補正予算・第１号について御説明いた

します。 

 別冊の予算書１ページをお願いします。 

 第１条の歳入歳出予算の総額ですが、それぞ

れ６６０万円を追加し、４０億３１６０万円と

するものでございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、２ページの第１表・歳入歳出予算補正で

お示ししております。 

 本補正の内容につきましては、平成２４年度

分の下水道事業特別会計における消費税及び地

方消費税、以下、消費税と言います、を納付す

るための補正でございまして、歳入では、款２

・使用料及び手数料の項１・使用料を２２０万

円、款６、項１の繰越金を９４０万円増額し、

款７・諸収入の項３・雑入を５００万円減額し

ております。 

 また、歳出では、款１の項１・公共下水道事

業費を６６０万円増額しており、詳細につきま

しては、４ページ以下の歳入歳出補正予算事項

別明細書に記載しております。 

 ここで、消費税について御説明いたします。

消費税の納付税額は、下水道使用料など課税売

上に含まれます消費税額から、工事発注など支

出にかかりました消費税額を差し引いた額を翌

年度の９月末までに申告し、納付もしくは還付

を受けるものでございます。 

 これまで、下水道事業におきましては、事業

実施のために支払った消費税額が使用料収入に

含まれます消費税額を上回っていたため、申告

により消費税の還付を受けておりました。本年

度予算においても５００万円の還付を見込んで

おりましたが、前年度の使用料収入が当初見込

みより上回ったことや事業費の縮減による支払

い消費税の減、さらには繰り越し事業に伴い消

費税の支払いも翌年度となったことから、支出

に係る消費税額が当初見込み額より大幅に減と

なり、申告開始以来、初めて消費税を納付する

ことになりました。そこで、９月末が納付期限

である確定申告分と来年３月が納付期限となる

中間申告分を合わせました６６０万円の補正を

お願いしております。 

 それでは、５ページをお願いします。 

 歳入では、款２・使用料及び手数料、項１・

使用料、目１・下水道使用料を２５年度分の中

間申告分として２２０万円増額しております。

中間申告につきましては、前年度の確定消費税

が６０万円を超え、５００万円以下の事業を対

象に、前年度の確定消費税額の半分を翌年３月

に支払う仕組みでございます。そこで、今回、

確定申告に係る補正額４４０万円の半分に当た

る２２０万円を中間申告として計上しておりま

す。 

 次に、款６、項１、目１の繰越金についてで
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すが、次の款７・諸収入の５００万円の減額分

と９月末が納付期限となっております確定申告

分４４０万円を合わせました９４０万円を増額

しております。 

 次に、款７・諸収入、項３、目１・雑入につ

いてですが、当初、消費税については還付の見

込みであったため、消費税還付金として５００

万円を計上しておりましたが、先ほど説明いた

しましたとおり、消費税の納付事業となりまし

たので、５００万円を減額いたしております。 

 ６ページをお願いします。 

 歳出についでですが、目１・下水道総務費、

節２７・公課費において、９月末が納付期限と

なっております平成２４年度の確定申告分４４

０万円と２５年度分の中間申告分２２０万円を

合わせました６６０万円を計上しております。 

 以上、議案第７５号・平成２５年度八代市公

共下水道事業特別会計補正予算・第１号の説明

といたします。御審議のほど、よろしくお願い

します。 

○委員長（田方芳信君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

○委員（橋本幸一君） いいですか。 

○委員長（田方芳信君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） ２４年度のその消費税

の見込み違いということですが、２５年度の見

通しというのはどういう状況。 

 結局、使用料というのは、ある程度想定でき

るわけでしょう。それと、事業費というのも、

工事費というのもある程度推定できるわけです

が。 

○委員長（田方芳信君） 松本課長。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） この

２５年度で払います２４年度分の確定申告につ

きましては、先ほど説明をいたしましたよう

に、事業費の縮減あるいは繰越額がふえたため

に納付義務が発生しましたけど、２５年度につ

きましては、今、下水道につきましては、企業

会計導入ということで、２７年度導入を予定し

てまして、それが２７年度からですので、２６

年決算から打ち切り決算ちゅうことになるんで

すけど、その辺に対しまして調整を上げてま

す。だから、２５、２６で、事業をある程度繰

り越しをなくして仕上げる予定でやってますの

で、普通の通常で行ったら、納付じゃなくて還

付になる見込みだと思います。 

○委員長（田方芳信君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 恐らく今度は、予定納

税というのは、もう発生しないと見ているわけ

ですか。 

 さっき言われたように、前年度の消費税の納

付実績によって本年度のある程度、予定納税み

たいにして払うわけでしょうが。今年度はも

う、それはもう発生、――次年度には発生せぬ

と見てよかっですか。 

○委員長（田方芳信君） 松本課長。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） それ

につきましてはですね、また２５年度の、２６

年度になったときの確定申告として消費税の計

算をやります。そのときに、今言いました…

…。 

○委員（橋本幸一君） ということは、結局

は、２５年度は、――今年度は何％あるってさ

っき言われたかな。２５年度分前倒しみたいな

感じになるわけでしょうが。 

○委員長（田方芳信君） 松本課長。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） 額に

よりましてですね、中間申告分というのは、そ

の前の確定申告分の額によりまして１回払いで

あり、３回払い、――３つの取り決め事があり

まして、額によって違います。今回は５００万

円未満、――４４０万でしたので、確定申告分

の２分の１を来年の３月で払うということで。

（委員橋本幸一君「払うわけですね」と呼ぶ）

ええ。 

 来年度は、また、消費税の計算をやりまして
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……。 

○委員（橋本幸一君） その差額で、還付があ

るかないかちゅうことがはっきりするわけでし

ょうが。 

○理事兼下水道総務課長（松本貞喜君） そう

ですね。 

○委員長（田方芳信君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） で、そこを見込んで、

ある程度想定できるとじゃなかですか。工事費

というのが、今年度はもう大体想定できるし、

それと、使用料収入というのも、大体想定でき

るわけで、今後の運営というのは……。 

○委員長（田方芳信君） 古田係長。 

○下水道総務課経営係長（古田和弘君） は

い。先ほど２５年度の確定申告、要するに、２

６年９月の申告時においての還付、もしくは、

納付状況の御質問だと思いますが、（委員橋本

幸一君「そうそうそう」と呼ぶ）まず、２５年

度予算につきましては、先ほど松本課長が申し

上げましたように、事業費のほうを大幅に縮減

しておりまして、なおかつ、２４年度から２５

年度への繰越額約３億１５００、――３億１０

００万円ほどあると思いますが、それを全て支

出、――歳出予算を全て支出した場合で、恐ら

く３００万、――金額はちょっとわかりません

が、今年度並みの納付になるかとは思います。 

 ただし、歳出につきましては、不用額のほう

が生じますので、金額をここで幾らになるとい

うのは、現時点で申し上げるのは、非常に厳し

い状況でございます。（｢ああ」と呼ぶ者あ

り）預かり消費税、歳入につきましては、大体

の見込みということで、各自計算のほうはでき

ますが、歳出については、なかなか現時点での

計算ということは厳しいかと思われます。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） よろしいですか。 

○委員（橋本幸一君） はい、結構です。 

 どっちみち企業会計導入ということで、いろ

んな事務の煩雑さも出てくると思いますが、そ

れについても、きっちり議会のほうにも説明で

きるようにですね、また随時、報告願いたいと

思います。 

○委員長（田方芳信君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７５号・平成２５年度八代市公共下水

道事業特別会計補正予算・第１号について、原

案のとおりに決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（田方芳信君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第６８号・市道路線の廃止について 

◎議案第６９号・市道路線の認定について 

○委員長（田方芳信君） 次に、事件議案の審

査に入ります。 

 まず、議案第６８号・市道路線の廃止につい

て及び議案第６９号・市道路線の認定について

は、関連がありますので、本２件を一括議題と

し、採決については個々に行いたいと思いま

す。 

 それでは、議案第６８号・市道路線の廃止に

ついて及び議案第６９号・市道路線の認定につ

いて説明を求めます。 

○土木管理課長（鶴山信一君） はい。委員

長。 

○委員長（田方芳信君） 鶴山土木管理課長。 

○土木管理課長（鶴山信一君） はい。おはよ
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うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）土木管理課長の鶴山でございます。

よろしくお願いいたします。座って説明をさせ

ていただきます。 

 それでは、議案第６８号及び議案第６９号に

つきましては、関連がございますので一括して

御説明させていただきます。 

 今回の御審議をお願いする路線は、廃止路線

が２路線及び再認定路線が２路線となっており

ます。２路線とも鏡町でございます。 

 議案書２９ページ及び３３ページの議案第６

８号、６９号での廃止・認定を行います路線番

号１－３上鏡芝口野崎線について御説明をいた

します。位置図につきましては、廃止路線を３

０ページ、認定路線を３４ページに示しており

ますが、こちらに大きな図面を用意しておりま

すので、ごらんください。 

 こちら全体が鏡町の管内図でございます。図

面の北のほう、――上のほうが北の方位になり

ます。こちらが、氷川ですね。で、鏡川、そう

しまして、南北にＪＲ、それと、あと県道八代

鏡宇土線ですね。で、県道八代不知火線。氷川

と鏡川の挟まれたほぼ中央部に上鏡芝口野崎線

という路線が走っておりまして、起点が市営住

宅の中次団地を起点といたしております。図面

についてよろしゅうございますでしょうか。位

置図についてよろしゅうございますでしょう

か。（｢はい。わかった」と呼ぶ者あり） 

 廃止・認定の提案理由ですが、上鏡芝口野崎

線は市道野津橋小路長溝線から県道八代鏡宇土

線、県道八代不知火線を横断して、野崎堤防ま

でを結ぶ路線であります。この路線の起点を市

営住宅中次団地西側にしてありますが、道路改

良に伴い東側の市道野津橋小路長溝線まで延伸

したことで、起点の位置を変更することによ

り、一旦市道路線を廃止して、再認定するもの

です。なお、認定後の路線延長としましては、

６６１４.７メートルです。 

 次に、廃止・認定します路線番号２２２西区

６号線について御説明いたします。位置図につ

きましては、廃止路線を３１ページ、認定路線

を３５ページに示しております。こちらも先ほ

どの大きな図面を用いて御説明いたします。 

 先ほど説明いたしましたこの路線が鏡川でご

ざいます。南側のほうにありますのが、大鞘川

ですね。現在の起点といたしておりますのが、

県道太牟田大鞘八代港線を起点といたしまし

て、海側のほうにあります潮遊沼側を終点とい

たしております。起点として予定をしておりま

すのが、県道八代不知火線のすぐ西側の市道で

ございます。 

 廃止・認定の提案理由ですが、西区６号線

は、起点が北新地の県道太牟田大鞘八代港線か

ら終点を西側の潮遊沼までとしておりますが、

市道として管理する必要性から、起点を県道八

代不知火線の西側を並行する北新地塩浜西線か

らに変更することにより、一旦市道路線を廃止

して再認定するものでございます。なお、認定

後の路線延長といたしましては、１９６０メー

トルです。 

 以上で、議案第６８号及び議案第６９号の説

明を終わります。御審議のほどをよろしくお願

いいたします。 

○委員長（田方芳信君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 済みません。上鏡芝口

野崎線の旧路線のときにですね、中次団地の敷

地に面したところの道路がありますですよね。

それは、もう道路ということではなくて、中次

団地の敷地というような取り扱いになっとった

んですかね。そこを御説明いただけますか。 

○土木管理課長（鶴山信一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 鶴山課長。 

○土木管理課長（鶴山信一君） はい。現認定
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道路につきましては、市営住宅の中次団地の西

側を起点といたしておりますが、今回、市道に

予定しております部分は、以前は市営中次団地

の敷地内ということでございます。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。わかりました。 

 それと、もう１点、２つの路線で共通してお

聞きしたいんですが、市道に認定をしてほしい

というのは、地域のほうからお声が上がったの

か、それとも、行政のほうで自主的に市道に繰

り上げをというような判断をされたのか、そこ

を、――そもそもの話の出たところを教えてい

ただきたいと思います。 

○土木管理課長（鶴山信一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 鶴山課長。 

○土木管理課長（鶴山信一君） はい。今回の

市道路線の廃止・認定につきましては、道路管

理を所管しております鏡建設事務所のほうから

ですね、廃止・認定をしたいという申し出でご

ざいました。 

○委員長（田方芳信君） よろしいですか。大

倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。その建設事務所

の先はどうなっとっとですかね。建設事務所に

は、地域の方が要望でされたのか、じゃなく

て、いや、建設事務所としてということで、こ

ういう案を考えられたのか。 

○委員長（田方芳信君） 鶴山課長。 

○土木管理課長（鶴山信一君） はい。建設事

務所のほうで、案を考えたということでござい

ます。 

○委員長（田方芳信君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（堀口 晃君） はい、委員長。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 質疑でも何でもなかっ

ですけども、基本的なことなんですけども、今

回、第６８号であり、６９号であり、起点と終

点がございまして、修正が上がってますよね。

まず、そのことから御説明をいただかないと、

いかぬとかなと思って。 

 修正案は、それぞれの議員持ってらっしゃる

けども、ここで御説明する分については、修正

案のところが必要かなと思っているんですが、

そこが１つと、もう１つ、最初に提案されると

きに、なぜ修正、――ここでは確認できなかっ

たのかということを、そこをちょっとお聞かせ

ください。 

○土木管理課長（鶴山信一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 鶴山課長。 

○土木管理課長（鶴山信一君） はい。正誤表

で修正させていただきましたことを大変申しわ

けなく思っております。 

 鏡町の道路台帳の調書が、――道路台帳の調

書のほうがですね、告示に従って起終点の修正

がなされていなかったと。で、今回、議案作成

時にですね、調書を、――調書の起終点をその

まま上げたということで錯誤が生じまして、再

度、調書のほうと図面と議会の告示のほうを、

再度精査やりましたところ、今回、錯誤で修正

させていただいたというような結果でございま

す。 

 まことに申しわけございませんでした。 

○委員長（田方芳信君） よろしいですか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。調書、もともと

の部分が違ってたという話で、そのまま引用し

とったら、実はそれが違ってて、そっちを変え

なければならなかった、で、こちらのほうも変

えたということですよね。（土木管理課長鶴山

信一君「はい」と呼ぶ）わかりました。はい。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上で質
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疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、これより

採決いたします。 

 まず、議案第６８号・市道路線の廃止につい

ては、可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（田方芳信君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 次に、議案第６９号・市道路線の認定につい

ては、可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（田方芳信君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。（｢どうもお世話になり

ました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第７０号・契約の締結について（八代市

公共下水道八代市水処理センターの建設工事委

託） 

○委員長（田方芳信君） 次に、議案第７０号

・八代市公共下水道八代市水処理センターの建

設工事委託に係る契約の締結についてを議題と

し、説明を求めます。 

○下水道建設課長（楠本研二君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 楠本下水道建設課

長。 

○下水道建設課長（楠本研二君） はい。おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）下水道建設課課長、楠本です。よ

ろしくお願いいたします。座らせて説明させて

いただきます。 

 説明に当たり、配付しております資料の確認

をしたいと思います。こういうＡ４の１枚とＡ

３の１枚、お手元にありますでしょうか。

（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、議案の３７ページをお開きくださ

い。議案書です。 

 議案第７０号・契約の締結について。提案理

由ですが、本市が予定価格１億５０００万円以

上の工事請負契約を締結するには、八代市議会

の議決に付すべき契約に関する条例第２条の規

定により議会の議決を経る必要があることか

ら、その承認を求めるものでございます。 

 工事件名、八代市公共下水道八代市水処理セ

ンターの建設工事委託。 

 工事場所、八代市新港町３丁目１番地。 

 契約金額、２億４０００万円。 

 契約の相手方、東京都新宿区四谷３丁目３番

１号、日本下水道事業団、理事長、谷戸善彦。 

 以上が、主な契約の内容でございます。 

 次に、資料の１ページをごらんください。 

 八代市水処理センターは、昭和６０年３月に

供用を開始し、現在、約２８年が経過している

ため、土木・機械・電気設備のほとんどの機器

類が耐用年数を大幅に超えている状況です。そ

のため、老朽化による機器故障の頻発や安全性

の確保が困難となっております。 

 この老朽化の対策としまして、平成１９年度

から平成２３年度の５カ年で、第１期の改修工

事を実施しました。工事内容等については、下

段の７番に明記しております。 

 今回は、平成２３年度に策定しました長寿命

化計画に基づき、早急に改築が必要な処理施設

の中核を担う機器につきまして、改修・更新を

行うものです。 

 工事期間としましては、平成２５年度から２

６年度までの２カ年を契約期間とし、委託先

は、地方共同法人、日本下水道事業団との契約

を締結するものです。 

 続きまして、２ページをごらんください。 

 今回の工事箇所及び内容について説明いたし

ます。 

 まず、番号の１番、沈砂池につきましては、

水路防食塗装と点検ぶたの更新。２番の最初沈

殿池は、汚泥かき寄せ機の更新と水路防食塗
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装。３番の反応タンクは、明かり取り用のガラ

スブロック及び点検ぶたの更新。４番目の最終

沈殿池は、汚泥かき寄せ機の更新。５番の砂ろ

過設備は、計装用計器の更新。６番の管理棟

は、非常放送設備の更新となります。そのほ

か、電気設備として、各種監視制御操作盤など

の更新が主な工事内容となっております。 

 これらの工事は、水処理センターを停止する

ことなく、稼働させながらの工事となっており

ます。 

 また、財源の内訳としましては、社会資本整

備総合交付金、補助率５５％で、残りは市債と

なっております。 

 最後に、工事委託の契約の相手方として、日

本下水道事業団としておりますのは、日本下水

道事業団は、地方公共団体における下水道事業

推進を目的として、日本下水道事業団法に基づ

き設立された国の認可法人であり、地方公共団

体の支援機関として地方公共団体が出資する地

方共同法人であり、当水処理センターの建設当

初より委託を行っております。 

 今回の業務は、発注設計、工事の発注、管理

・監督、完了検査、総合運転、事後点検のみな

らず、会計検査院の実地検査の対応も含まれ、

工事の発注から会計検査院の実地検査受検まで

の多岐にわたる業務を総合的に実施する団体と

して日本下水道事業団のみでございます。この

ようなことから、地方自治法施行令第１６７条

の２第１項第２号、その性質または目的が競争

入札に適しないものにより、随意契約を行うも

のでございます。 

 以上、御説明を終わります。御審議のほど、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（田方芳信君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。 

○委員（中村和美君） いいですか。 

○委員長（田方芳信君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） お聞きいたします。私

がわからぬとは、日本下水道事業団を通すとい

うのが、私はひとつはわからぬとだけど、こう

いう工事を、――これは八代の地元の業者さん

でできはしないかなて思うし、何か、今、課

長、おっしゃったように、最後の監査か何か、

総合的なもんが日本下水道事業団でなからぬば

いかぬというようなことでございますが、私と

しては、地元企業をぜひという感じで思うわけ

なんですけど、この工事に対しては直接、この

事業団のほうでやるわけですか。それとも、こ

の工事はやっぱり地元の業者をこの事業団が使

うわけですか。 

○委員長（田方芳信君） 楠本課長。 

○下水道建設課長（楠本研二君） はい。地元

業者への発注につきましてはですね、八代市下

請契約報告事務取扱指針の第３条というのがあ

りまして、元請に対しましてですね、工事の資

材の調達あるいは工事の一部を請け負わせて施

工させるようにですね、――地元の業者を、さ

せるように努力に努めなければならないという

ことでですね、特記仕様書に明記しまして、可

能な限り市内の業者及び資材を活用するように

しております。要請をしております。 

○委員（中村和美君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 中村委員。 

○委員（中村和美君） 何か、裏に何かやかま

しかっのあらせぬかなというような感じがする

わけですけど、今、課長がおっしゃったとおり

ですね、できる限りの地元で、そして地元の商

品をですね、扱うような、これ以上、私の専門

じゃなかですけん、言われぬ。ただ、感じたこ

とでお願いをしときたいと思います。とにかく

地元を中心にですね、やっていただければと思

います。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

 増田委員。 
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○委員（増田一喜君） 契約金額、２億４００

０万、これは税抜きですか、税込みですか。

（下水道建設課長楠本研二君「はい」と呼ぶ）

税抜き、税込みどちらですか。契約金額。 

○下水道建設課長（楠本研二君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 楠本課長。 

○下水道建設課長（楠本研二君） はい。税込

みです。 

○委員（増田一喜君） はい。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。随意契約という

ことで御説明がありましたけども、随意契約を

交わされた交わし方、どういうふうにこの金額

を見積もって、算出して、契約に至ったのかと

いう流れをちょっと御説明いただけますか。 

○下水道建設課副主幹兼水処理センター場長

（松野光洋君） 済みません。委員長。 

○委員長（田方芳信君） 松野場長。 

○下水道建設課副主幹兼水処理センター場長

（松野光洋君） はい。金額の設定なんですけ

れども、まずは、長寿命化計画を平成２２年、

――２２年、２３年でつくっております。それ

に基づきまして、昨年度２４年度に詳細設計を

行っております。で、その中で、実際、工事

が、水処理センター自体が、工事、――施設を

とめることができずにそのままの施工となりま

すので、工事が可能な施設の部分につきまし

て、精査を行っております。で、それから、こ

の２億４０００万という金額をはじき出してお

ります。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。設計を、――見

積りの設計をされたということだったんですけ

ど、それはどこがされたんですか。職員さんで

されたんですか。 

○下水道建設課長（楠本研二君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 楠本課長。 

○下水道建設課長（楠本研二君） はい。設計

のあれ、――金額算出につきましては、日本下

水道事業団のほうで算出されました。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。そのときの見積

もりと今回の工事内容ですね。その見積もりか

ら出されたというふうに思うんですけども、そ

の見積もりの金額と今回の工事費、幾らか安く

なってるとか、幾らか高くなってるとか、どの

ような状況になっとりますか。 

○下水道建設課副主幹兼水処理センター場長

（松野光洋君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 松野場長。 

○下水道建設課副主幹兼水処理センター場長

（松野光洋君） 見積もりの当初の詳細設計に

ついての見積額に対しての今回の額になります

でしょうか、御質問の内容は。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。長寿命化計画を

立てるときに、見積もりをとられたということ

だったですね。で、その見積もりは、今回契約

をされる日本下水道事業団から見積もりをとら

れたと。で、この工事、ここに６つの内容を今

回対象としてされているみたいですけども、そ

の６つを足し合わせた見積もりの金額と今回の

工事費、――契約の工事費ですね、が、どのよ

うな関係にあるのか。多少の差額が出ているの

かどうか。丸々、その見積りもらったときの金

額が、この工事費ですよと言われるのか、その

あたりを御説明いただきたいと思うんですけ

ど。 

○下水道建設課副主幹兼水処理センター場長

（松野光洋君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 松野場長。 

○下水道建設課副主幹兼水処理センター場長
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（松野光洋君） はい。詳細設計で出ました金

額については、十分、市と協議を行いまして、

確認はしてるんですけれども、機器類自体が特

別な、特殊な機器類の金額になりますので、そ

の分は事業団から上がってきた金額になってお

ります。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。もう、今回、契

約をされているということで、もう遅い部分も

あるんですけども、これ、先ほど中村委員も言

われて、地元にもできる工事があるんじゃない

かっていうふうに言われたんですよね。地元か

ら見積もりをとって、比較をしてみる価値は物

すごくあると思うんですよ。ここに出さなけれ

ばならないという理由は述べられましたけど

も、本当にその金額というのが妥当かという部

分をですね、行政として、やっぱり判断をして

いくためには、もう一つの比較をする見積もり

というのがあってしかるべきではないかなとい

うふうに私は感じております。 

 前回、１９年からですね、大型の工事をされ

たときにも、この事業団と契約をしなければな

らない理由について、物すごく建設環境委員会

の中で議論された部分がありますので、そうい

ったところは、担当課としてですね、しっかり

検証して、この契約に臨んでいただきたいなと

いうふうに、私は、最後意見になりましたけど

も、要望という形で、もう一つありますけど、

確認だけさせてください。 

 その見積額を丸々足し合わせた金額なのか、

査定をして若干金額が変わってますと言われる

のか、そこだけ、もう一回確認だけさせてくだ

さい。（｢見積もり金額は幾らだったんです

か」「見積もり金額が幾らかちゅうことだろ」

「そうたい。見積もり金額が幾らだったのがこ

やしこんなったて。それでよか」「ちょっと小

会しょうか」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 小会しようか。 

（午前１１時００分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０２分 本会） 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。 

 大倉委員から先ほどあったとおり、――質問

あったとおりで、その件について答弁をお願い

します。 

○下水道建設課長（楠本研二君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 楠本課長。 

○下水道建設課長（楠本研二君） はい。大倉

委員の質問の回答なんですが、一応、事業団の

ほうからは、見積もりといいましても、一式幾

らの見積もりではなくてですね、各項目に対し

まして設計をして、金額をはじいてあります。

で、その金額をもらってるんですけれども、そ

れをそのまんま、――それと同じ、まあ、同額

となっておるということです。（｢そっが随契

だん。そこが随契の悪いところ」と呼ぶ者あ

り）ただ、見積もり内容が、例えば、一式幾ら

ですよというどんぶり勘定の見積もりではなく

てですね、普通、こちらで発注します積算要領

とか、そういう基準にのっとった算出の仕方で

出した金額を見積もりとしていただいていると

いうことです。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員、よろしい

ですか。 

○委員（大倉裕一君） 小会、小会の中で。も

う本会。 

○委員長（田方芳信君） 入っとる。本会入っ

とる。（委員大倉裕一君「本会ですか」と呼

ぶ） 

 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） だから、先ほども言っ

たようにですね、地方自治体が出資をした法人

かもしれませんけど、そこの見積もりというも

のが、本来、市場価格と、――特殊機材とかっ

ていう話もありましたけど、市場価格と本当に
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マッチしているかどうかという押さえを担当課

はしなければならないと私は思うんですよ。そ

こが、随契をやってもいいけど、随契をする中

での行政さん、職員の仕事だと私は思うんです

よね。市民の税金を使ってする仕事だと思うん

ですよ。そのあたりを、ちょっと確認をさせて

いただいたということになりますが、されてな

いということであれば、もう今回はそこはです

ね、強い意見としてつけ加えさせていただきま

すので、この次からですね、その辺のところを

配慮した取り扱いを、契約をやっていただきた

いというふうに要望しときたいと思います。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第７０号・八代市公共下水道八代市水処

理センターの建設工事委託に係る契約の締結に

ついては、可決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（田方芳信君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。（｢ありがとうございま

した」と呼ぶ者あり） 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

○委員長（田方芳信君） お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 異議がなければ、異

議なしと認め、そのように決しました。 

 小会します。 

（午前１１時０５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時０６分 本会） 

◎所管事務調査 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

・生活環境に関する諸問題の調査 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、都市計画・建設

工事に関する諸問題の調査、生活環境に関する

諸問題の調査、以上の２件です。 

 このうち、都市計画・建設工事に関する諸問

題の調査に関連して１件、生活環境に関する諸

問題の調査に関連して３件、執行部から発言の

申し出があっておりますので、これを許しま

す。 

                              

・生活環境に関する諸問題の調査（微小粒子状

物質ＰＭ２.５への対応について） 

○委員長（田方芳信君） それでは、まず、微

小粒子状物質ＰＭ２.５への対応について、執

行部から発言の申し出があっておりますので、

これを許します。 

○環境部長（宮川正則君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 宮川部長。 

○環境部長（宮川正則君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）環境部でござ

います。 

 今回、環境部で３点ほど、当委員会に報告を

させていただきたいと思っております。 

 内容につきましては、ただいま委員長からご

ざいました微小粒子状物質ＰＭ２.５への対応

について、それから２点目がごみ非常事態宣言

後の状況について、それから３点目が八代市環

境センター建設事業の進捗状況について、この

３点について担当課長より御説明させますの
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で、どうかよろしくお願いいたします。 

○環境課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 宮田環境課長。 

○環境課長（宮田 径君） はい。環境課の宮

田です。 

 １点目の微小粒子状物質ＰＭ２.５の対応に

つきまして御説明を申し上げます。恐れ入りま

すが、座って説明をさせていただきます。 

 お手元に資料を１枚物をお配りしておりま

す。それに沿って説明をしたいと思います。 

 まず、熊本県が注意喚起を行う判断方法、基

準等についてでございますが、当日午前５時か

ら午前７時の各１時間値におきまして、県内１

８局のうち１局でも８５マイクログラム・パー

・立方メートルを超えている場合、県内全域に

注意喚起が行われるものでございます。 

 次に、注意喚起を行った状況についてでござ

いますけども、この注意喚起が始まった３月以

降、５回注意喚起が行われております。１、

２、３、４、５と下に書いてございますけど

も、まず、３月５日、それと５月１４日、この

２日につきましては、いずれも荒尾市役所局で

基準を上回ったものでございます。 

 それと、記憶に新しい５月２２日から２４

日、３日連続で注意喚起となっております。２

２日につきましては、益城・八代・荒尾、それ

と熊本の神水、２３日が荒尾、２４日が八代で

基準を上回っております。 

 ２２日につきましては、特に、基準を上回る

数値が高くございまして、八代市役所局におき

ましても、５時、６時、７時と、それぞれこの

３時点の全てで８５を超える数値になっており

ます。 

 それと、２４日につきましても、八代市役所

局で６時に９０マイクログラムという数値を記

録いたしまして、こちらに基づいて注意喚起が

なされたものでございます。 

 以上、５回の注意喚起が行われております。 

 これに対します八代市の対応についてでござ

いますが、県による注意喚起に即しまして、次

のような対応を行っております。 

 まず、１番目に八代市緊急情報配信システム

によるメール配信、そして、市のホームページ

への注意喚起情報の掲載ということでございま

す。 

 それと、２番目に、八代市光化学スモッグ注

意報等発令時の情報伝達網を通じたファクス及

び電話連絡によります周知を行っております。

学校・保育園等には、この連絡網を通じて伝達

が行われております。 

 それと、次でございますが、防災無線及び広

報車による周知ということで、防災無線につき

ましては、主要エリアにおきましては、全戸に

防災無線が放送されますけども、旧八代市エリ

アにおきましては、点在するスピーカーからの

放送となりますので、これを補完する意味で旧

八代市エリアにおきましては、補完する意味で

の広報車２台による広報も行っております。 

 それと、最後に、庁内放送及び庁内入り口４

カ所の掲示による周知ということで、これらの

対応を行いました。 

 なお、米印がついております下の２つ、防災

無線と庁内放送ですね、こちらにつきまして

は、八代市内で基準値を８５マイクログラムを

超えた５月２２日、それと２４日、この２日間

のみに、この米印につきましては実施しており

ます。 

 以上、御報告させていただきます。 

○委員長（田方芳信君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） はい。今回の注意喚起

の状況を見てみますと、益城と熊本市の神水を

除けば、荒尾と八代だけというようなことで、

非常に荒尾が多いなという部分が、今、この数
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字で見とられるわけなんですが、熊本県だけで

はなくて、例えば、九州という状況の中におい

て、この地域がやっぱりこのＰＭ２.５が異常

に発生しているとかっていうそういうデータ、

熊本県だけじゃなくて、九州全域にわたっての

そういうふうな見方というのはされてますか。 

○環境課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 宮田課長。 

○環境課長（宮田 径君） はい。荒尾・八代

あたりでの基準値を、数値が超えることが多い

ということでの御質問だと思いますが、新聞報

道等でもごらんになったかと思いますけども、

例えば、荒尾市役所局の、いわゆる測定器の設

置の仕方ですね、そういったものもかなり影響

しているのではないかという推測なんですが、

そういったことで荒尾のほうでも考えがあるよ

うでございます。それに基づきまして、県のほ

うにもそういった設置の仕方も含めて、荒尾市

役所局が特に数値が出やすいということを、そ

の辺のちょっと調査を県のほうにもされている

という状況ではありますので、八代市役所局

も、いわゆる、設置の環境ですね、そういった

ものがそれに近いような形であるのかなと、私

たちもちょっとその辺は憶測の域にすぎません

けども、そういった感想を持っているところで

ございます。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） いや。そういうことで

はなくてですね、ＰＭ２.５は、実質熊本の中

にあるわけ、――来てるわけですし、数値的に

出てるわけですから、その設置のやり方とか、

あり方じゃなくて、その周辺、例えば、荒尾で

あれば、今度は福岡に近いじゃないですか。福

岡のほうの部分はどうなのかとか、長崎のほう

から、多分来るのであるならば、長崎のほうは

どうなのかという九州全体を見回したところの

中での観測というか、そういう視点を持って調

べていらっしゃいますかっていう、こういう質

問なんですよ。 

○環境課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 宮田課長。 

○環境課長（宮田 径君） はい。実は、荒尾

市局が数値が高いときに、４キロ離れています

大牟田の観測局を見てみますと、それほど数値

が上がっていないという、４キロしか離れてい

ないのに、数値的にはかなり大きな違いがある

と。 

 八代市におきましても、八代市役所局が、例

えば、２２日には高い数値を示しましたけれど

も、あと、２カ所ございます八千把の測定局

と、それと臨港線沿いの測定局、こちらについ

てもこの数値を超えるまでには至っていないと

いうことで、そういった近いところにある測定

局でもちょっとその辺の誤差があるという、そ

ういった状況でございます。 

○委員（堀口 晃君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） じゃあ、県外の部分に

ついてのデータというのは、お持ちじゃないと

いうことでよかったですか。 

○委員長（田方芳信君） 中川係長。 

○環境課環境保全係長（中川順一君） 県外の

データにつきましても、環境省のホームページ

では確認することができまして、例えば、熊本

県内で荒尾市が高いときに、今うちの課長のほ

うからありました荒尾市、――大牟田のデータ

でありますとか、あるいは長崎のデータであり

ますとか、そのあたりのデータを確認すること

ができます。 

 ただ、１つ言えますのは、今のところ、どこ

が高いというような傾向、例えば、荒尾市、―

―熊本県内が高いときに、ほかの地域も高いあ

るいは低い、もちろん、高いときもございます

けれども、高くないときもあるということで、

我々もそのあたりは注視しているところではあ
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りますけれども、ちょっとそのあたりはまだよ

くわかっていないというのが現状かなと思って

おります。 

 ただ、一方、専門家の中では、例えば、有明

海沿岸、――ＰＭ２.５といいましても、海に

起因する、例えば、塩分といいますか、そうい

うのに起因するＰＭ２.５もあるようですの

で、有明海北部沿岸地域では高くなる傾向も見

られるというような話はあっております。 

 以上です。 

○委員（堀口 晃君） はい。委員長。 

○委員長（田方芳信君） 堀口委員。 

○委員（堀口 晃君） 要望なんですが、少な

くとも福岡であったりとか、長崎であったりと

か、鹿児島、宮崎、――この九州管内の部分の

データの測定の今の動きなんかもですね、注視

しながら、八代における部分の値がどうなのか

ということも含めてですね、ＰＭ２.５の喚起

をしていただければと思っています。よろしく

お願いします。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上で微

小粒子状物質ＰＭ２.５への対応についてを終

了します。（｢ありがとうございました」と呼

ぶ者あり） 

                              

・生活環境に関する諸問題の調査（ごみ非常事

態宣言後の状況について） 

○委員長（田方芳信君） 次に、ごみ非常事態

宣言後の状況についてをお願いします。 

○ごみ対策課長（山口 剛君） はい。委員

長。 

○委員長（田方芳信君） 山口課長。 

○ごみ対策課長（山口 剛君） はい。おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）ごみ対策課の山口でございます。座

って説明をさせていただきます。 

 ごみ非常事態宣言後の状況でございます。 

 平成２４年度のごみの処理状況に関する報告

としまして、平成２５年１月、２月、３月及び

年度集計のほうができましたので、そちらのほ

うを報告させていただきます。 

 資料の表紙をめくっていただきまして、１ペ

ージでございますけれども、こちらのほうが２

４年度の年間の集計でございます。 

 八代と坂本地区の収集量でございますけれど

も、２４年度１万８２７４トンでございまし

た。これは、非常事態宣言の１年前、２１年の

８月から２２年の７月までの実績と比べます

と、８５３トン下回っております。 

 これは、１日当たりの排出量にいたします

と、１６.４グラムということで、５０グラム

ということで以前からお願いをしとりますけれ

ども、なかなか達成はできていないという状況

でございます。 

 それから、収集とは別に、直接清掃センター

へ持って来ていただきます一般・許可業者の搬

入量でございますけれども、こちらのほうは２

４年度が９７８３トン、２１年度と比べまして

５８４トンの減少ということになっておりま

す。こちらも、１人当たりにいたしますと、１

２.１グラムということでございます。 

 全体量としまして、２４年度が２１年度と比

べまして、１４３７トンの減少となっていると

いう状況です。 

 こちらは、トータルしまして、――収集と搬

入とトータルいたしますと、１人１日当たり約

３０グラムという状況でございます。 

 それから、資源のほうですけれども、２４年

度が３１１５トン、こちらが収集量でございま

す。２１年度と比較しまして、３１３トンの増

量ということになります。それから、直接搬入

のほうにつきましても、３２トン増量をしてお

りまして、トータル的に３４６トンの増量とな
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っております。 

 それから、処理実績でございますけれども、

収集と直接搬入を合計いたしまして、２４年度

が２万８０５６トンでございます。２１年度と

比較しまして、先ほど申しましたとおり、１４

３７トンの減少ということでございます。 

 それから、資源物の分別を行いました後のか

えりでございますけれども、中間処理後の可燃

物量、こちらのほうが１９３９トンとなってお

ります。 

 あわせまして、可燃をするべき量でございま

すが、２万９９９５トンでございました。 

 一方、焼却処理をしました量でございます

が、こちらが清掃センターで行いましたもの

が、２４年で２万２７５３トンを焼却をしてお

ります。こちらは、昨年は大規模改修というこ

とで１号炉、２号炉をそれぞれとめまして、改

修をしておりましたことから、かなり２１年度

と焼却しました量は減少をしております。それ

に伴いまして、外部委託をしました量が６７９

２トンでございました。 

 これに伴います委託金額でございますけれど

も、一番、――先ほどの下の欄、３億５９９万

４０００円という外部処理委託費でございま

す。 

 焼却量でございますけれども、１号炉が年間

で１万１１８７トン、２号炉のほうが１万１５

６５トンでございました。焼却日数にしまして

２９１日と、２号炉のほうが２７９日というこ

とになっております。 

 それから、１日当たりの焼却能力でございま

すが、合計しまして８０トンでございます。こ

れは当初、約７５トン程度で、改修前焼却して

おりましたものを、改修後、約、今、８６トン

まで上昇をしております。 

 実際、工事後でございますが、テスト状態で

は９０トン程度まで可能ということでテストは

しておりますけれども、今後、あと５年間安定

的な稼働、そのあたりを考えていきますと、少

し絞って継続的に安定して燃やしていきたいと

いうことで、少し落として８６トンということ

で、今、焼却をしておるところでございます。 

 それから、日曜資源の日でございますけれど

も、昨年から月２回実施をしております。持ち

込み量につきましては、１０３トンでございま

す。利用件数につきましては、３４７４という

ことで、かなりの利用者があっております。 

 年度集計のほうは以上でございます。 

 次のページですけれども、２ページから３ペ

ージ、４ページにつきましては、２５年度の１

月、２月、３月分の資料を添付させていただい

ておりますので、こちらのほうは説明のほうは

省かせていただければと思っております。 

 次、５ページでございます。可燃ごみの収集

量をグラフ化したものでございます。これは月

ごとの搬入量の変化でございます。２３年度に

若干リバウンドということで、ふえておりまし

たけれども、２４年度はまた若干でございます

けれども、減少に転じているという状況になっ

ております。 

 それから、次の６ページでございますが、資

源物の収集量でございます。こちらのほうも、

月当たりの収集量でございます。月平均としま

して、２４年度が２６０トンということで、２

１年度の２３４トンを上回って、収集、――資

源物のほうは順調に伸びてきているという状況

でございます。 

 それから、その次でございますが、７ペー

ジ、外部処理にかかった費用の累計ということ

でつくっております。これは２２年の４月当初

から２４年度までを累計したグラフでございま

す。２４年の３月までで６億８２４万７０００

円でございました。ちなみに、昨年度、先ほど

説明いたしましたけれども、３億５９９万４０

００円ということで、昨年度は大規模改修がご

ざいましたということで、約半分ほどが昨年の
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処理料ということになっております。 

 それから、次のページでございますが、一番

お願いしておりました１人１日当たりの家庭か

ら出る量の推移ということでございます。こち

らのほうが、先ほどの月当たりの平均からいき

ましても、一応、２３年度が１回上がったとい

う状況でございまして、こちらのほうも２３年

度に一旦上昇をして、また２４年度に持ち直し

て下がっているというような状況でございま

す。 

 それから、ちょっと先ほど外部委託の部分で

現在の状況でございますけれども、大牟田・荒

尾清掃組合のほうと今年度契約いたしまして、

４月に収集運搬のほうが２０日前後に決まりま

したもんですから、その後、ゴールデンウイー

クが明けた次の週から搬出をいたしておりま

す。そういうことで、４月のほうは搬出はして

おりませんけれども、５月のほうが搬出量が９

８.６１トン、６月は１６日までの現在で、

今、５２.６８トンを搬出をしております。 

 そういうことで御報告をさせていただきま

す。よろしく御審議をお願いいたします。 

○委員長（田方芳信君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 済みません、いいです

か。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 済みません。運搬の費

用は、結果的に幾らで契約ができて、処理単価

が大体どれぐらいになったのかというところを

教えていただけますか。 

○委員長（田方芳信君） 山口課長。 

○ごみ対策課長（山口 剛君） はい。運搬の

ほうでございますが、単価が税抜きで５７００

円でございます。税込みの５９８５円というこ

とになります。 

 それから、ＲＤＦの処理のほうが３万６００

０円、こちらは税込みでございます。 

 それで、全体的な単価ですけれども、１トン

当たりとしまして、４万１９８５円が１トン当

たりの税込み処理単価ということになっていま

す。 

○委員長（田方芳信君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。菊池さんのほう

に、九州産廃だったですかね、そちらのほうに

出していたときからすると、３０００円ぐら

い、３５００円ぐらい安くなったということで

理解していてよろしいですか。 

○委員長（田方芳信君） 山口課長。 

○ごみ対策課長（山口 剛君） はい。そうい

うことで、一応、単価的に３０６５円の減少に

なっております。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 私たちも、荒尾、──

大牟田・荒尾の清掃組合のほうを視察させてい

ただきまして、いろいろ状況をお聞きしてきた

わけですけれども、固形化燃料ですね、――を

つくるために、ごみを一旦乾かしますと、その

ときに、灯油を炊くということで、できるだけ

水分をなくしたごみにしていただければ、より

ありがたいというお話を聞いてきたわけです

が、その点は、担当課のほうでもつかんでいら

っしゃると思いますが、市民への啓発という点

では、どのように考えていらっしゃいますか。 

○委員長（田方芳信君） 山口課長。 

○ごみ対策課長（山口 剛君） はい。ごみの

減量化ということに伴いまして、生ごみのあと

一絞りということで、広報活動をずっと行って

きたところでございます。そういう状況でござ

いますが、先ほど説明いたしましたとおり、年

度集計いたしますと、１人１日当たりの搬出量
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ということで、実際問題としまして、１６グラ

ムの減量しかなっていないという状況でござい

ます。 

 そういった点につきましてですね、なかなか

実際、どういう広報活動がいいのかというのを

非常に私たちも悩んでおるところでございまし

て、新しい、――市民の方からこういう新しい

簡単な方法があるよとか、そういう話もお聞き

する場合もございますので、そういった方法を

ですね、今後、広報活動として、簡単に絞れ

る、また安く絞れると、そういう方法をです

ね、広めていければなというふうに思っとるわ

けですけれども、なかなか現状としては、あと

一絞りというのが伝わっていないといいます

か、そういう状況でございます。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。総社市だったで

すかね、（｢はい」と呼ぶ者あり）ごみ袋の変

動制を導入されている。市民の意識をやはり引

きつける、何か施策が必要なのかなというふう

に感じて帰ってきたところです。総社市さんの

ほうは、ごみ袋の変動、――削減をされた分を

ごみ袋を安くしますよというようなですね、そ

ういう取り組みもなさっておられました。やは

り、そういった直接市民のほうに削減をした恩

恵といいますか、そういったのが返ってくるよ

うな何か取り組みがもう一つ必要、工夫が必要

かなというふうなところも感じましたので、こ

れからさらに削減に向けてですね、担当課・担

当部挙げて、全庁挙げてという形が一番ふさわ

しいと思いますが、知恵をもう１回絞り合って

ですね、取り組みが進めばという期待をしてお

きたいと思いますので、私たちも精いっぱいそ

こは取り組んでいきたいと思いますので、よろ

しくお願いしておきます。（｢ありがとうござ

います」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上でご

み非常事態宣言後の状況についてを終了しま

す。（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あ

り） 

                              

・生活環境に関する諸問題の調査（八代市環境

センター建設事業の進捗状況について） 

○委員長（田方芳信君） 次に、八代市環境セ

ンター建設事業の進捗状況についてをお願いし

ます。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） 委員

長。 

○委員長（田方芳信君） 小橋環境センター建

設課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り） 

 それでは、環境センター建設事業の進捗状況

について御説明をさせていただきます。座って

説明させていただきます。 

 資料にのっとりまして、１ページより御説明

申し上げます。 

 まず１点目、環境影響評価の進捗状況につい

て御説明いたします。準備書の縦覧を本年３月

２６日から４月２５日までの１カ月間縦覧して

おります。 

 ２点目です。縦覧中に準備書の住民説明会を

開催しております。環境影響評価の調査範囲で

あります３キロメートル圏内において、その範

囲に含まれる校区の５カ所で開催しておりま

す。４月９日から４月１９日まで、各会場とも

夜の７時から行っております。場所は、金剛小

学校弥次分校、郡築公民館、八代公民館、麦島

公民館、松高公民館の５カ所でございます。参

加者は全部で７１名、質問数は５０問ございま

した。 

 その中で、主な質問を４つほど挙げておりま
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す。 

 まず１点目、施設の処理能力が１５０トンか

ら１３４トンへ縮減されるが、問題はないのか

という御質問がございました。これに対しまし

て、市民の皆さんの資源２１分別の協力により

まして、ごみが抑制され、規模縮小ができてお

ります、現在の市民１人当たりのごみ量は、１

日当たり９７１グラムですが、平成２９年度時

点では八代市の人口は１２万７０００人と、そ

れから、１人１日１キログラム排出量と想定し

たときに、それに台風災害ごみを加味しまし

て、１日１３４トンで計画しておりますとお答

えしております。 

 ２点目、市内全域からごみが搬入されるが、

現在の道路で問題はないのかと、それからま

た、どの程度増加するのかという御質問に対し

まして、現在、産業道路、――ゆめタウンの前

の道路ですが、産業道路の交通量は約、１日当

たり１万２０００台であります。今後、増加す

ると想定される加賀島地区への入り込み部分に

おけるごみ収集車の通行量は、平均ですが、１

日約５００台と見込んでおりまして、極端に交

通量の増加はないものと予測されます。また、

収集ルートにつきましても分散を行いますた

め、現在と比較しましても、増加はほとんどな

いと考えております、現在、市では、ごみパッ

カー車を１７台所有しておりますという回答を

しております。 

 ３点目です。余熱利用の計画はどのようにな

っているのかという質問に対しましては、ごみ

発電を行うと、２０００キロワット程度の計画

をしておりますという回答をしております。 

 それから、４点目ですが、灰や溶融スラグの

処理はどうするのかという御質問に対しまして

は、焼却灰は全量資源化として、セメント会社

等に受け入れてもらう予定でございます。溶融

スラグについては、全量道路の路盤材等で資源

化する予定というふうにお答えしております。 

 ２ページ目です。準備書を縦覧しまして、住

民説明会を行いまして、意見書の提出というの

が行われることになりますが、３月２６日から

５月１０日まで意見書の提出期間がありました

が、意見書の提出状況として、提出者が２名、

意見書が５件出ております。 

 意見内容ですが、大気質、温室効果ガス、そ

の他に環境センターの呼称ですね、につきまし

て、市民にわかりやすい説明をしてもらいたい

など、こういった御意見がございました。 

 それから一方で、審査会が行われておりま

す。４点目です。熊本県環境影響評価審査会に

よる建設候補地現地調査が５月１３日に行われ

ております。当日、この後、八代地域振興局に

移しまして、準備書の審査も行われておりま

す。内容は、大気質、動植物、悪臭、自然災害

などについての質疑及び審査が行われておりま

す。 

 今後の予定でございますが、５月３１日から

県が公述人、――環境の見地からの意見を述べ

る公述人を募集し、７月４日に公聴会を開く予

定にされております。ただし、公述人がいない

場合は、開催されないということも報告を受け

ております。場所は、ハーモニーホールという

ふうに聞いております。 

 ６点目です。第２回審査会の開催ですが、本

年の７月ごろを予定しているということで、こ

のときに今まで集まりました意見に対しまし

て、県知事意見の形成がなされる予定でござい

ます。 

 ７点目の県知事意見につきましては、本年９

月１１日ごろまでに意見がまとまるというふう

に聞いております。１２０日間を要するという

ことです。１２０日目が９月１１日ごろである

ということです。下にそれを書いております

ね。準備書について住民意見書に対する事業者

見解書の県受付の翌日から１２０日間というこ

とです。下に線を引いておりますが、知事意見
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に附帯意見がない場合は、本年１０月の市議会

定例会に環境センター建設事業に伴います建設

費及び運営費の債務負担行為の上程を行う予定

としております。 

 ８点目です。県知事意見を踏まえ、評価書を

作成してまいります。 

 ９点目です。評価書の縦覧。問題がなく、早

ければ、本年１１月ごろの縦覧というふうに予

定しております。 

 それから、１点目終わりまして、大きな括弧

の２点目ですが、事業者選定委員会の進捗状況

について御報告いたします。 

 まず、第７回会議の議事内容ですが、評価項

目をグループごとに整理して、配点の重みづけ

の審議を行っていただきました。グループと

は、施設計画、安全性・安定性、維持管理計

画、地元貢献、リスク管理ほか、こういった評

価項目をグループごとに整理して、配点の重み

づけを審議していただいております。 

 第８回目の会議では、第７回の審議にて、建

設に関する４つの基本方針、――市が出したも

のですが、４つの基本方針をもとに市としての

重みづけを持たせなさいと、それに評価項目と

配点を整理、――重みづけを持たせて評価項目

と配点を整理するよう指示がございました。事

務局にて整理した評価項目と配点の重みづけを

審議していただいております。 

 最後に、３ページです。荷さばき施設整備事

業の進捗状況についてでございます。 

 当事業は、国の水産庁の産地水産業強化支援

事業という交付金を受ける予定でございます。

交付金率は２分の１、公募期間がことしの５月

１３日から６月１１日まででございました。そ

の前に、交付金申請前の事前ヒアリングに水産

庁のほうに行っております。５月２３日から２

４日の２日間です。交付金申請予定ですが、公

募採択後の本年８月ごろを予定しております。

設計概要につきましては、建築面積が６２５平

方メートル程度、鉄骨造の平屋建てでございま

す。 

 それから、２点目の今後のスケジュールにつ

いてでございますが、今年度は実施設計とボー

リング調査、――地質調査を行う予定としてお

ります。来年度は、施工工事を行う予定として

おります。 

 最後に、図面ですが、全体配置図と平面図を

つけております。あくまでも、現時点では、ま

だ案の段階ではございますが、この大きな図面

を使って説明させていただきます。（｢マイ

ク、マイク」と呼ぶ者あり） 

 この図面の右下が環境センターの候補地で

す。大体、北側に当たりますが、こちらから進

入してまいりまして、車を置きます。それか

ら、今回の施設の一番最大の目的が、この荷さ

ばきスペースというのがありますが、これが約

３００平方メートルです。幅が１０メートルの

長さが３０メートルぐらいのスペースです。そ

れから、左側に事務室と倉庫、それからトイ

レ、それから海水をくみ上げて、――くみ上げ

ますので、ろ過器等の機械置き場をここに設け

ております。それから、右側に、――荷さばき

スペースの右側に冷蔵庫、――冷凍、製氷、冷

蔵を配置しております。それから、その右側に

調理室と倉庫とトイレ、それから、一番右側に

会議室というふうなレイアウトになっておりま

す。 

 それから、今回の施設の特徴といたしまし

て、活魚、――今までは鮮魚で取り扱っていた

魚を、活魚も取り扱いたいということで、今、

協議会を進めていただいておりますが、その中

で、この浮き生けすというので、ベルトコンベ

アで生きた魚を揚げるということで、海面に浮

き生けすを設置して、この生きている魚をその

まま荷さばきスペースのほうに持ち込むという

ことになっております。 

 これまでとほぼ建築面積的には変わらないん
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ですが、目的はいろいろ多種多様になっており

まして、水産庁のほうも３％の成果を上げるよ

うに、水産庁から言われております。 

 そういったことで、このさばかれた魚をどう

やってルートに乗せて販売、それから、食卓に

持っていくかという、そちらのソフト事業のほ

うも予算が交付金対象になっておりますので、

５０万円、今回、そのうちの２分の１が交付金

対象になりますが、そちらのほうの予算も措置

しております。 

 そういったことで、ただ施設をつくるだけで

はなく、今後、ここに集まってきた魚介類をど

のようにしてさばいていくかと、ルートに乗せ

ていく、販路拡大していくかというのも、一つ

の目的として持っております。 

 総事業費は２億円を、今見込んでおります。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○委員長（田方芳信君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。説明いただいた

枠外でもよろしいですか、委員長。 

○委員長（田方芳信君） いいですよ。 

○委員（大倉裕一君） 環境センターのです

ね、管理棟とか、マテリアル施設、こちらの検

討状況はどうなっておりますでしょうか。 

 担当課、――環境センターの建設担当課のほ

うから、市民のほうにどういう環境センター管

理棟がいいか、また、公園とか何か空き地の整

備とかですね、そういった提言書を出してくれ

ないかという要望を何かお願いをされて、それ

に応えられた方々が何かおられたようなお話を

聞いております。そのあたりが、全く何かその

後のですね、動きが見えないということもあり

まして、多少、御心配されている部分もあるや

に聞いておりますので、そのあたり、どういう

考えを持って、今後進めていこうと思われてい

るのか、進捗もあわせてお聞かせいただければ

というふうに思います。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） 委員

長。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。（｢済み

ません。スケジュールを」と呼ぶ者あり） 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） ただ

いまの大倉委員のほうから御質問がございまし

た。 

 提案を受けまして、管理棟等、環境学習機能

というテーマで提案を受けております。八代市

に環境団体、それから市民団体、幾つかござい

ます。その方々から、それから学校現場から

も、それから子供たちからも一部意見をいただ

いておりますが、そういった意見を受けまし

て、今、事業者選定委員会の中で、施設の建設

に対する、それから事業者を決める手順をいた

だいております。 

 その中で、要求水準書というのをつくらなけ

ればいけません。で、その中に、当然、基本設

計までこのＤＢＯの会社に事業者選定の事業者

の中にですね、基本設計をしていただくとき

に、総事業費、――概算事業費を提案していた

だくんですが、その中に、その環境学習機能、

管理棟機能、それから将来建てかえ用地の機

能、そういったものもパースを含めまして提案

をさせます。その土台となる提案が、今、大倉

委員のほうからございました市民提案、これを

どう生かしていくかを、今、庁内のほうで議論

しております。 

 非常にこれが難しゅうございますのは、維持

管理費がどこまで市の財源、――一般財源にな

りますので、維持管理費がどこまで認められる

か、財政課との詰めも必要ですし、企画との詰

めも必要だと思って考えておりますが、今、そ

の最終段階に来ております。 

 それを、事業者選定がことしの８月か９月ぐ

らいまでには、もう入札公告の準備が終わりま
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す。議会のほうで債務負担の御承認いただけれ

ば、１１月の頭には入札公告ができるかと思う

んですが、そのときに、同時に要求水準書を、

その中身を、仕様書を完成させなければいけま

せん。そうしないと、事業者は見積もることが

できませんし、八代市が何が欲しいのかが全く

見えませんので、それまでにはいただいた提案

を精査して、市の意見として要求水準書に載せ

たいというふうに、今、考えております。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） よろしいですか。 

 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。流れはわかるん

ですけども、やはり市民のほうにどういう施設

を望むかということで、お願いをされたと、そ

れに応えた部分で提言書が上がってきていると

いうふうに思います。そのあたり、市の考え方

がまとまった時点で、途中経過も含めてですけ

ども、そういった方、――提言書を上げられた

ところには、途中経過も含めてですね、御説明

をされといたほうが、より丁寧かなというふう

に思います。 

 出したばってん、私たちの意見はどげんなっ

ただろうかということじゃですね、ちょっと何

というんですか、これからの行政と市民との関

係を考えるときに、また壁ができてしまうんじ

ゃないかなというふうに思いますので、お願い

をしときたいというのが１点と、それと、管理

棟の中に、恐らく環境学習をするための会議室

とかをですね、つくられるというふうに思いま

す。 

 少子化というのがあって、規模を決めるのが

非常に難しい点はあるとは思うんですけども、

やはり１００人ぐらい入る大きな会議室という

のは、私は必要だというふうに思っております

ので、そのあたりも教育委員会あたりとです

ね、しっかり議論を積み重ねていただいて、検

討に反映をしていただければというふうに思っ

ております。 

 これは要望です。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

○委員（増田一喜君） いいですか。 

○委員長（田方芳信君） はい。増田委員。 

○委員（増田一喜君） はい。それと同じよう

な質問になるかもしれないけども、公募、――

公募ちゅうか、民間からされたけれども、それ

はどういう意味合いでされたんですか。 

 例えば、ちょっと聞いたことがあるんですよ

ね。自分たちでこういうふうにやりたいとか、

フリーハンドみたいな図面を描いてきて、こう

いう形に配置してどうとかと、そういうのを出

して、たしか、それが審査されて通れば、そこ

の維持管理までちゅうか、何かそれにかかわっ

ていけそうなという、そういう御説明を受けた

とかいう話もちらっと聞いたものだから、そこ

らあたりをどういうふうな説明で、そういうの

を公募されたかですね。いっぱいあるはずです

よね。それがそっくりそのまんま採用されるの

か、それとも、あっちの公募があったそのいい

ところ、こっちのいいところ、それを取り合わ

せて、本庁としては最終的にまとめるんかです

ね。どういう方法でそれをされるんですか。そ

してまた、それに出された人たちに対しては、

どんな後の対応ちゅうのをされるのか、そこの

ところをちょっと教えてください。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） 大き

な流れですが、まず、今、委員のほうから御説

明がありましたとおり、正式な公募はいたして

おりませんが、環境課のほうで、何でしたっ

け、あれは……（｢パートナーシップ」と呼ぶ

者あり）パートナーシップ会議というのがござ

います。座長は、高専の准教授の先生ですが、
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そこに御提案をいたしまして、今後、今、環境

課でやってること、それからごみ対策課でやっ

てること、啓発に関すること、それから子供た

ちの学習に関すること、こういったことの学校

へ出向いて、勉強会などをやっております。そ

れから、啓発活動もやっております。それか

ら、段ボールを使った生ごみ処理の勉強会もや

っております。 

 いろんな勉強会があるんですが、それを今

度、環境センターに集約いたしまして、啓発の

拠点となる、環境学習の拠点となる施設を目指

したいということで、御意見を求めたというと

ころでございます。 

 それから、意見をもらった団体の全てが、―

―相当な数でした、提案の数が。その百数十項

目に及びます提案を精査する必要がございまし

たので、それは市のほうにお任せいただきたい

ということ。それから、学校のほうにサポート

センターというのがございます。環境の先生方

が集まられて、そういった勉強会をされている

んですが、そこにも出向きまして、御意見を求

めております。 

 ただ、現実の問題は、非常に厳しい問題がわ

かりまして、４年生で、今、――昔は八代市で

もあったと思うんですが、ごみとか、し尿と

か、いろんな施設を小学校の４年生で施設見学

をされていたんですが、今、全て熊本県の予算

で、水俣の環境センターのほうに、人権も含め

た環境学習をされているということをお聞きし

ております。市のほうからは、そのバス代は出

てないということで、１年に１回のその施設見

学とか、環境に関する行動に対する予算措置と

いうのは、市としてはされてないというふうに

聞いております。 

 そういったことで、ここに拠点をつくって

も、子供たちが集まらなければ何もなりません

ので、そういったことで、ちょっと内部の、や

っぱり調整が必要かなとは考えております。 

 そういったバックグラウンドもございまし

て、施設整備をしていかないと、拠点づくりだ

けしても、なかなか市民の方が、子供たちが集

まっていただけないという問題点もわかってま

いりました。 

 そういったことを含めて、９月までにその答

えを出さなければいけないなとは考えておりま

す。非常に大きな課題かと考えております。 

 以上です。 

○環境部長（宮川正則君） 委員長。ちょっと

補足でいいですか。 

○委員長（田方芳信君） 宮川部長。 

○環境部長（宮川正則君） 先ほど、実際、今

回、提案していただいた団体の皆さん方が、例

えば、提案したことによってですね、後から、

例えば、何か優遇策を受けるんじゃないかとい

うふうなお話がございましたけれども、そうい

ったことは一切ございません。あくまでも、今

回は市民目線で、どういった環境学習施設が必

要かということの提案だけをですね、お願いし

たというところです。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） 聞くところによると、

募集があった、だから出しました、採用された

ら、何らかのメリットがあるというふうに説明

があったみたいなちゅうて私も聞いたことがあ

るんですよ。だから、そこらあたりはきちんと

出された人たちには説明されとったほうがいい

んじゃないかなと。誤解を受ける、――今、言

われたように、結構、多くの数が出てきたと、

私が聞いとる間に、特定ちゅうか、ある程度、

八代の中の５団体ぐらいとか、その程度のもの

かなと思ったら、今聞いたら、それ以上の、も

う何十というような感じのあれがあるからです

ね。何かそういう意識で聞いておられた人たち

もおるみたいだから、そこらの誤解は解いとか

ないといけないんじゃないかなという気はいた
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します。 

 それと、もういっちょですね。さっき、何か

１０月ごろに入札公告云々と言われたみたいで

すけども、１０月過ぎぐらいに入札をするとい

うか、もう業者を１０月過ぎに決めるという意

味にとっていいんですかね。それとも、どうな

んですかね、そこは。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） 委員

長。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） 入札

全体がこの総合評価型一般競争入札という入札

方式をとっております。通常の入札でしたら、

例えば、指名、――業者を指名して、集まって

いただいて、札を入れて、１日で落札者が決ま

るということになるんですが、この総合評価方

式の一般競争入札の場合は、この、ここに入札

公告書類というのがございます。ここが、通常

の、例えば、仕様書でありますとか、それか

ら、例えば、資格制限とか、条件をいろいろつ

けます。そのための募集要項みたいなもので

す。 

 ですから、ここから募集をしまして、例え

ば、これに匹敵する、この事業に参加したいと

いう事業者がおりますと、手を挙げるタイミン

グをここから与えるということになります。そ

こから、約４カ月間、基本計画を示したり、パ

ースをつくったり、それから、維持管理費を出

したり、イニシャルコストを出したり、いろん

な仕事があります。１０００ページぐらいに及

ぶそうです。 

 そういった書類をつくっていただきまして、

このブルーで書いております講評、落札者決

定、ここでプレゼンをしていただきます。それ

までに提案書類は、それまでに４カ月間の中で

市に出していただくんですが、書類を見た後、

書類審査をまずやって、その後、このブルーで

書いてます、これは何月ですかね、来年の５月

か、６月ごろにプレゼンをしていただいて、事

業者選定委員会のこの１２名の委員の方々でヒ

アリングをしていただきます。そして、先ほど

言いました評価項目に従って点数をつけていた

だきます。で、最高点数のところ、第１位のと

ころが最優秀提案者として落札者となるという

ふうなことになります。 

 ですから、ここが入札行為と言えば、入札行

為になります。この日に、金額と非価格要素、

両方の点数で第１位のところが八代市と後で契

約をするということになります。 

 しかし、ここで契約をいたしましても、これ

はあくまでも仮契約です。１億５０００万以上

になりますので、ここで、その次の段階で、９

月ですけれども、来年の９月ぐらいに議会承認

をいただかなければ本契約ができないと。です

から、最終的に相手方が決まりますのは、来年

の９月以降であるというふうなふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○委員長（田方芳信君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） ということは、その入

札公告は９月過ぎに何かするような、前聞いた

んやけど、１０月にずれ込むか。あのとき業者

選定が９月ごろって言ったんだっけかな。ちょ

っとうろ覚えだったんですけど。入札公告は、

１０月ごろになるちゅうことね、通常で、今の

通常でなるちゅうことですね。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。まず、その前に債務負担行為の全体の予算

となります事業者が公募して応募してきてか

ら、金額を、――価格面の金額を出しますの

で、その元となります百数十億の、――約２０

０億ですけども、２００億のお金に対して幾ら

で落札しますという、まず価格面の金額を出す

ために、まず、債務負担の予算措置をしていた

だかないと、入札行為ができない、事業者が募

集できないということになります。それが、本
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年の１１月の頭ぐらいではなかろうかと、入札

公告ですね。 

○委員長（田方芳信君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） いや。ここにはです

ね、知事意見に附帯意見がない場合は、本年１

０月の市議会定例会に債務負担行為の上程を行

う予定としているからですね。そういうことで

すか。これは、決めるちゅうのは１０月以降に

なるでしょうけど、そこをしたいちゅうわけで

すね。（環境センター建設課長小橋孝男君「は

い」と呼ぶ）担保をとりたいちゅうわけです

ね。（環境センター建設課長小橋孝男君「は

い」と呼ぶ）はい。 

 それから、もう一つですね、けさのテレビだ

ったんですけどね、普通は、――これは後でい

いのか。わかりました。はい。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） 関連ですが、よろしい

いですか。 

○委員長（田方芳信君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 先般、成松議員の一般

質問の中に出たわけですね。で、今回について

は、環境アセスの問題、それから、その後の用

地の取得の問題、そして、一方では、事業者選

定委員会で機種選定の問題、同時進行で行きよ

るわけですが、結局、一番、先ほどの事業者選

定については、２方式３機種の中で点数を今回

つけられるという中で、非常にですね、難しい

という、答弁の中でも部長も言われましたが、

その辺については、十二分にですね、公平性・

平等性、その辺を含めながら、それと、今さっ

き副議長も言いましたが、環境アセスとのスケ

ジュールの整合性、そこは十二分にやっぱりや

っていただきたい。それについては、確認です

が、再度。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。あ、宮川

部長。 

○環境部長（宮川正則君） スケジュールにつ

きましてはですね、以前からお話しさせていた

だいていますけど、まずは、それぞれですね、

関係する機関のですね、手続、これがですね、

当初御説明しましたように、一定のめどがつか

なければですね、先に進めませんので、まず

は、現状で行きますと環境アセス、こちらのほ

うはですね、知事意見をまず確実にですね、今

の予定どおりのスケジュールで行けば、先ほど

小橋が説明しました形でですね、出していただ

くということ。それとあわせて、実際、国・県

のほうでですね、それぞれ用地を取得、――市

が取得するための手続、そういったものに入っ

ていただいて、進行の中でですね、担保は、土

地と組んで担保はできるというふうな状況を考

えています。 

 ただ、それは、我々としましても、やはり２

９年度末をですね、最終的に市民の皆さん方に

供用開始をお約束しているものですから、それ

については確実に守りたいということがありま

して、なるべくならですね、少しでも早い段階

からですね、さしていただきたいと。ただ、議

会にしろですね、市民の皆さん方にしろ、十分

御説明できるようなですね、タイミング、そう

いったものを図っていきたいと思っておりま

す。 

○委員（橋本幸一君） はい。わかりました。 

○委員長（田方芳信君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） はい。建設環境委員会

のこのメンバーは、最後で改選になるわけです

から、その空白期間がありますから、その辺は

十分頭の中に置いてしてください。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

 松浦委員。 

○委員（松浦輝幸君） 環境センターんこと

は、今言われたとおりだと私も思います。 

 ちょっとお聞きしたいというのは、荷揚げ場
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かこれは、荷さばき場か、何か先ほど売り上げ

３％は義務づけられていたと言われたですね。

その３％の売り上げは、今まで、浮き生けすと

いう計画はなかったでしょう。今まではです

ね、（環境センター建設課長小橋孝男君「いい

ですか」と呼ぶ）ちょっとよかですか、まだち

ょっと待って。（環境センター建設課長小橋孝

男君「はい」と呼ぶ）これで、要するに、生き

たまま東京とか、いろいろ発送される計画があ

るけん、あるのかなとは理解は少々できますけ

ども、この平面図を見たときにですね、やっぱ

今、グローバル構想とか、第六次産業育成と

か、いろいろあるじゃなかですか、最近。た

ら、この加工場というのをつくったらどうかな

と思ってるんですが、そういうのは全然ない。

どうですか。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） １点

目の３％について、ちょっと担当が水産庁に行

っておりますので、そこの考え方をちょっと簡

単に御説明させていただきます。 

 それから、２点目の浮き生けすをつくった、

つくらなければいけないという協議に対しまし

ては、本協議会を配置しております。メンバー

は、八代漁業の組合長、それから鏡町の漁業組

合長、それから鮮魚商の理事長、それから八代

市からは環境部長、商工観光部長、それから県

の農林水産部長、こういった方々でこの協議会

を立ち上げております。 

 そういった審議も進めておりますので、そこ

も含めまして、まず３％のほうから説明をさせ

ます。 

○環境センター建設課主査（古閑迫修君） は

い。 

○委員長（田方芳信君） 古閑迫主査。 

○環境センター建設課主査（古閑迫修君） ３

％について説明させていただきます。 

 ３％についてなんですけれども、今回、八代

市のほうで、今回の荷さばき施設を整備するに

当たりまして、現状よりも３％の、――漁師さ

ん方の労働時間の短縮、これによりまして、３

％の便益、――今よりも向上するというものを

上げるということにしております。 

 労働時間の短縮といいますのは、先ほど図面

のほうで説明もございましたけれども、船着き

場のほうに浮き生けすをつくることによりまし

て、漁師様方が、漁船でとって来られた魚をそ

のまま浮き生けすのほうに移す、今ですと、船

着き場のほうに、――各漁師さんの船着き場の

ほうにお魚を持って来られまして、自分の軽ト

ラのところまで持って上がらないといけない

と、そういった作業が大幅に短縮できることか

ら、労働時間の短縮。 

 また、直接水揚げできることによりまして、

各漁師さんたちの船着き場、漁港から軽トラッ

クでの搬送を、今行っておるんですけれども、

その搬送時間がなくなることによりまして、軽

トラックの、例えば、燃料代の削減、これが図

ることができます。 

 と、今申し上げましたとおり、今まで、鮮魚

のほうで水揚げしていた魚種の中から、すぐに

水揚げができるということで、もうしめて持っ

てこなくてもいいということから、活魚のほう

に、魚種のほうを、今まで鮮魚でしか出せなか

ったものが、活魚で出せるというメリットがご

ざいます。 

 今申し上げました労働時間の短縮と地上運搬

用の燃料費の削減、活魚へのシフト、この３項

目をもちまして、今よりも３％便益が上がると

いうふうに算出を行っております。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） 松浦委員。 

○委員（松浦輝幸君） じゃったら、活魚で、

例えば、東京とか、いろいろに出すという計画

は全然なかったわけですね。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） 委員
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長。 

○委員長（田方芳信君） 小橋課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。実はございます。意見はですね、そちらの

ほうがどちらかというと強いですが、水産庁に

出すところの３％の目標設定につきましては、

今申し上げました輸送、それから搬送、それか

ら漁師さんの労働時間、こういったことから３

％という数字の目標を設定いたしました。 

 一方では、確かに、皆さんの売り上げが上が

るようにするためには、やっぱりルート開拓し

ないと、販路拡大しないと、結果として、売値

に高く、――高い売値がつかないということで

すので、この施設内に、本当は加工場という意

見も実際あっております。 

 しかしながら、この当メニューから水産庁に

出しますこの事業メニューの中に加工場という

のがございません。あくまでも、これは荷さば

き施設で整備することになっておりますので、

加工場をもしつくるとなりますと、別予算立て

になるかと考えております。ですので、御意見

としてはあっております。 

 以上です。 

○委員（松浦輝幸君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 松浦委員。 

○委員（松浦輝幸君） じゃあ、要するに、３

％の売り上げという条件は、労働時間を短縮す

る、そのことによって、直接水揚げができる、

すると、そうしたことで燃料代が減る、そうい

うことが条件づけだったと理解できるとですけ

ども、これは私のあれ、せっかくだったらです

ね、やっぱり加工場をつくるべきじゃないかな

と、ただ思っております、思ったものですの

で、そういうことを言ったんですけども。 

 でも、せっかくやったらですね、やっぱり六

次産業、要するに、付加価値をつけることを考

えていかぬと、私はいかぬとじゃないかなと。

これは漁業のことなんで、ほかの我々の農家に

してもそうなんですが、やっぱり付加価値をつ

けるですね、施設というのはつくるべきかなと

私は思っています。いいです。要望でいいです

ので、結構です。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上で八

代市環境センター建設事業の進捗状況について

を終了します。（｢ありがとうございました」

と呼ぶ者あり） 

 小会します。 

（午後０時１１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時１５分 本会） 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査

（入札・契約制度の改正について） 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。 

 次に、入札・契約制度の改正についてをお願

いします。 

○契約検査課長（國岡雄幸君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 國岡契約検査課長。 

○契約検査課長（國岡雄幸君） はい。こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）契約検

査課の國岡でございます。長時間にわたりまし

て、御審議どうもお疲れさまでございます。も

うしばらくおつき合いをさせていただきたいと

思っております。済みません。着座して、説明

させていただきます。 

 私どものほうから、一応、入札・契約制度の

改正についてということで、御報告をさせてい

ただきたいと思っております。平成２５年度か

ら一部改正をしております項目でございます。 

 それでは、事前に配付いたしております入札

・契約制度の改正について関係資料に基づきま

して、御説明をさせていただきます。 

 これにつきましては、本年４月から、本市は

透明性の高い入札制度を目指し、談合等のさら
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なる不正防止、事務効率化、住民サービス向上

を目指しまして、建設工事及び建設工事関係業

務委託を対象にした電子入札システムを導入い

たしております。 

 なお、電子入札システム導入に伴う入札契約

情報につきましては、以前は、本市のホームペ

ージに掲載しておりましたが、現在は、くまも

と県市町村電子入札システムに移行しておりま

して、本市のホームページの初期画面から入札

情報公開サービスシステムに入り、入札契約情

報が閲覧できるようにいたしております。 

 それでは、１ページのほうをごらんいただき

たいと思います。まず、第１点目、電子入札シ

ステム導入に伴う入札・契約情報の取り扱いに

つきまして、中段記載のとおり、２点ほど変更

いたしております。 

 具体的には、発注の見通しに関する事項中、

建設工事の予算額について、以前、公表してい

たものを非公表に。それと、これらにつきまし

ては、入札及び契約の内容に関する事項中、指

名競争入札に係る指名業者の商号・名称につい

て、入札前に公表といたしておりましたもの

を、入札後に公表、これにつきましては、落札

者決定後に公表ということに見直しを行ってお

ります。 

 それぞれの見直しの理由といたしましては、

まず１点目、本市の発注の見直しに関する事項

の公表のうち、建設工事の予算額につきまして

は、国が定めております法令、――正式名称で

ございますけれども、公共工事の入札及び契約

の適正化の促進に関する法律施行令に公表する

という規定はされておりません。それと、ほと

んどの自治体でも公表しておりません。なお、

公表することにより、事前の受注調整や指名の

口利き等の不正行為を促すおそれがあると考え

られますことから、公表の段階で額が未確定で

あることや公表後も設計変更等の理由で額が変

更になる場合があることから、予算額につきま

しては非公表といたしております。 

 ２点目の入札及び契約の過程に関する情報の

うち、指名競争入札を行った場合における指名

競争入札に係る指名業者の商号・名称に係るも

のにつきましては、国から、入札前に指名業者

名が明らかになると入札参加者間での談合を助

長しやすいとの指摘があり、事後公表の拡大に

努めることが示され、これに基づきまして、本

市としても入札前に公表することで不正行為を

助長するおそれがあることは否定できないとい

うことから、指名競争入札に係る指名業者の商

号・名称を事後公表といたしております。 

 続きまして、２点目でございます。中間前金

払い制度の導入でございます。これは、受注し

た建設業者の資金調達の円滑化を図るため、現

在、導入しております前払い金、部分払い、代

理受領制度に加えて導入いたしております。要

領で規定している一定の要件を満たせば、当初

の前払い金に追加して、工事代金の一部を請

求、受領できる制度でございます。 

 ２ページをごらんいただきたいと思います。 

 第３点目、現場代理人の常駐義務緩和でござ

います。現場代理人は、請負契約の履行に関

し、工事現場に常駐し、そこの運営・取り締ま

りを行うほか、契約約款に基づく請負者の一切

の権限を行使できる、言いかえれば、社長の代

理として現場に常駐して、現場運営・取り締ま

り及び契約関係実務を処理する請負者の代理人

を言いまして、必ずしも、技術系以外の職員で

も可能とされております。今回、厳しい経営環

境下における施工体制合理化のため、人員不足

による現場ごとの常駐配置が困難なことに配慮

いたしまして、一定の要件を満たせば、常駐緩

和に伴い、複数の工事の現場代理人を兼任でき

るように改めております。 

 次に、４点目でございます。低入札価格調査

の簡素化を行っております。この低入札価格調

査は、本市が競争入札により契約締結をしよう
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とする場合、予定価格の範囲内で最低の価格を

もって申し込みをした者が契約内容に適合した

履行がなされないおそれがあるときに、調査基

準価格を設定し、行っております。従来、その

調査基準価格未満の価格で行った者を、全ての

人を調査対象としておりましたが、今回、最も

低い価格による入札を行った者のみをその対象

とする旨、簡素化したものでございます。 

 最後に、５点目でございます。指名停止の運

用の見直しを行っております。まず、不誠実に

該当する行為の継続期間についてでございま

す。従来、指名された者が入札不参加、現場説

明会・閲覧遅参等、不誠実に該当する行為につ

きましては、有資格者名簿の有効期間、――２

年間でございますけれども、は、その事実が継

続され、有効期間の初めと終わりでは、その事

実が継続する期間に大きな差が生じておりまし

た。この不公平を是正するために、不誠実に該

当する行為の日の属する月から起算して１２カ

月経過後にその事実が消滅する旨、改めており

ます。 

 ３ページをごらんいただきたいと思います。 

 次に、工事と物品役務の行為の回数の通算で

ございますが、従来、工事と物品役務では、同

一業者であっても、別々に通算しておりました

が、今般、工事と物品役務両方に登録される業

者がふえておりますことから、工事と物品役務

で回数を通算するものでございます。 

 なお、ただいま御説明いたしました入札・契

約制度の一部改正５項目につきましては、４月

１日付で本市のホームページに掲載し、その周

知を行っております。今後も、より透明性・公

平性・競争性が確保できるよう、確保できる制

度とするとともに、市内業者の受注機会の確保

の配慮に努めてまいりたいと考えております。 

 以上で報告を終わります。よろしく御審議を

お願いいたします。 

○委員長（田方芳信君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（増田一喜君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） 最初のこの電子入札シ

ステム導入に伴う入札・契約情報の取り扱いと

いうところの真ん中に書いてますよね。発注の

見通しに関する事項、それから、入札及び契約

の内容に関する事項ということで、建設工事の

予算額、指名競争入札の指名業者さんが、前

は、予算額も公表していました、それから、指

名業者さんも公表しておったものが、非公表あ

るいは入札後に公表、もっとわかりやすく言え

ば、落札者決定後に公表ちゅうことですね。 

 これは、大体、談合という話はですね、業者

間だけの談合ちゅう話だけじゃなかですよね。

官製談合ちゅうこともあっとですよ。そこらあ

たりも考えてほしいので、業者さんだけが談合

をするというふうなみなし方をしているけれど

も、何で官製談合ちゅう話があるのか。という

ことは、行政の担当者から一番トップまで、そ

のことに関する、関係する人間さんたち、人は

おるわけでしょう。そこをよう考えないけぬと

思いますよ。 

 業者のための談合は、これでいくと防げます

と言うけれども、よくよく考えてください。そ

したら、結局、官製談合ちゅうものは残ってる

わけでしょう。これ、一極集中してしまやせぬ

ですか。それよりも、公表したほうが、皆さん

が知ってるから、どこでおかしなことがあった

のか、もし、何事があれば、どこであったのか

なちゅうのを皆さんがそれぞれ考えていけれる

し、ずっと追求していけるとこがあるけどです

ね。このまんましてしまうと、一極集中してや

られたら、どうもならんっちゃなかかなと思う

んですよ。言うたら、先ほどの説明じゃ、業者

間の談合の助長とか、そういうのがあるけど

も、私は、それもあるでしょうけれども、官製

談合の温床にもなるし、助長にもならせぬかと
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思いますよ、これは。 

 そこらあたり十分考えていかないと、ただ、

暗に業者さんの談合を防ぐだけ、防ぐだけとい

うような話をされますけれども、公務員だって

悪い人はいるんですよ。普通は、絶対悪いこと

しない、そういうふうなことでやっていかれま

すけども、日常の新聞にもよく出てるでしょ

う。結局、その権限を持った人たちが、そこに

かかわっていくからああいう新聞沙汰になって

いくちゅうことですね。下っ端はわからないん

です。下っ端はそういうところにも権限ないか

ら手出せないし、だけど、やっぱりそこにおる

人、そこまで考えて、談合防止ちゅうのは考え

ないけぬと思いますよ。これ、一方の民間だけ

考えて、官製談合の解消にはなってないと思い

ますよ。そこらあたりはどう考えているんです

かね。 

○契約検査課長（國岡雄幸君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 國岡課長。 

○契約検査課長（國岡雄幸君） はい。今、増

田委員さんの御指摘、ごもっともな点だと思い

ます。いわゆる行政のほうで恣意的な選定を行

っているようになるんじゃないだろうかという

御心配でございます。 

 これにつきましては、まず、国からのです

ね、指針というのがあります。公共工事の入札

及び契約の適正化を図るための措置に関する指

針というのがありまして、その中でですね、指

名が恣意的に行われないよう、指名競争入札を

実施する場合には、公正な競争の促進を図る観

点から、指名基準を策定し、これに従い、適切

に指名を行うと。 

 また、公共工事の入札及び契約の適正化の推

進というのも通達がございまして、この中には

ですね、入札及び契約の過程並びに契約の内容

の透明性の確保というところで、指名行為に係

る発注者の恣意性を、――恣意的に指名すると

いうことを排除し、不正行為を未然に防止する

ためには、指名競争入札における指名基準を策

定するということが示されております。 

 本市につきましては、この指名選定に当たり

ましては、八代市工事請負業者選定要領を設け

まして、指名及び受注の状況を勘案して、指名

が特定の者に偏ることのないようにしなければ

ならないとの指名基準に従いまして、まずは、

契約検査課でですね、指名案というものを作成

いたしまして、八代市工事入札参加者資格審査

委員会に諮り、指名を決定しているという状況

でございます。 

 また、入札及び契約事務の適正を、執行を図

るため、いわゆる、恣意的な指名が行われてい

ないかどうかという監視するということでです

ね、八代市の八代市入札監視委員会というの

を、――これは第三者機関でございますけれど

も、設置しておりまして、そういう流れのもと

にですね、委員会、――そういう組織を通しま

してですね、公正な指名の業者を選定している

ということで、これにつきましては、今、指名

業者を、以前は事前公表、今度、事後公表にな

りましたけれども、なりましたけれども、この

指名のあり方につきましてはですね、従来どお

りで行うということで、そういう選定基準に基

づきましてですね、国からの指示が受けた選定

基準に基づきまして指名を行っているという状

況でございます。 

○委員長（田方芳信君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） 御説明はごもっともな

んですけどね、現実的には、ちょっと違うんじ

ゃないかなと思いますよ。だって、入札終わっ

てしまった、決まってしまってからされたら、

あれ、おかしいよ、このやり方って、不服が出

てきたって、もう終わりましたからって、もう

終わったから、それしょんなかでしょうという

ふうに言われると、業者さんたちだって、うー

んとなると。今度は次の入札があったとして

も、ただこの工事名だけぽんと出るとか、そう
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なってきたとき、俺、指名されてんだろか、何

だろかというのも、――ああ、そうか、自分は

指名されてるんですよね。だけども、ほかの、

例えば、前回とったような人が、また同じグル

ープに入ってきて指名されるとなってくると、

やはり業者さん同士じゃ、やっぱり力の関係が

あるでしょうね、やっぱり資金力とか、そうい

うので。また来られると、わー、俺、頑張って

しよって、それ以上いかれると、私とれないよ

とか、そういうことも出てくるでしょうしね。 

 それをできるのは、結局、公表されて初めて

なるんだから、それを誰が、なら不服を言うん

ですかと。後から、その都度その都度、不服を

聞くというふうにしてるんですかね。その前に

すれば、大体、予算だけ見とって、あれ、これ

があそこに入るのおかしいよ、あれがと言う話

が出てくるから、事前にそういうのもキャッチ

できるでしょうけど、終わってしもうてから不

服が来たって、今度はそれどげんか是正しよう

たって、もうやったことだから、裁判沙汰にで

もなってでも解決せないけぬちゅう事態が起こ

り得ますよ。それは、その工事工事のたんびに

起こるかもしれないですね、最悪の場合、これ

は大げさな話かもしれないけど、そういうこと

にもなりますよ。うん。 

 だから、やっぱりそういうことも考えれば、

どこかは公表せなしょうがないかなと思います

よ。うん。そんなこと考えないんですかね。委

員会があるからっていう、それはわかりますけ

どね、そこで正直にやってもらえれば。（｢そ

の前のこつば聞かぬば」と呼ぶ者あり） 

○委員（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員長（田方芳信君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 関連ですが、結局、

今、国の通達だから、イコール事後公表という

のは、私はそれはどうもおかしいと私は思いま

す。 

 それと、３つ質問したいんですが、私はです

ね、やっぱり官製談合というのは一つのこれは

行政に、今度は市民の信用というのがかかわる

問題ですから、大変な大切な問題だと思うし、

その中で、内部牽制というのを入札監視委員会

だけで果たして見れるかという、その問題です

ね。 

 それと、今、政治倫理がございますね。政治

倫理というのは、先ほど、事後公表だったら、

もう決まってしまってると、事前に政治倫理に

かけられなくなるという、そういう問題が発生

するんですね。そこをどう捉えておられるか。 

 それと、こんな大切な問題をですね、４月１

日付で施行されてるのに、何で６月かってい

う、その辺は説明はちょっとこれは議会軽視じ

ゃないかと私は、何か憤慨してるんですが、そ

れについてどう思いますか。（｢そこが一番問

題」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 國岡課長。 

○契約検査課長（國岡雄幸君） はい。まず、

１点目、官製談合に関する御質問で、監視委員

会のチェック機能が十分働いているのかどうか

という疑問があると、それと、いわゆる、議決

案件でなる契約の締結であれば、議会の承認が

必要と、それ以下であれば、締結になってしま

うということでございます。 

 まずは、（｢見ようと思えば見れるからです

ね。今まではですね」と呼ぶ者あり）はい。今

の入札が終わって、落札が終わりました、落札

者の決定がございます。落札者の決定が終わっ

て、入札の契約を締結する前に、決済がござい

ますもんですから、その間のですね、余裕の期

間とかございますので、もし、ほかの業者さん

がですね、情報公開システムを見られて、おか

しいということであれば、その時点でですね、

意見をいただくということはできるんじゃない

だろうかということでございます。 

 それと……（｢だけん、何で今なのかて」｢今

なのかて。それが一番大事たい」「こんな大切
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な問題を」と呼ぶ者あり）済みません。はい。 

 実は、これにつきましては、本当におくれま

して、大変申しわけないと思っとります。 

 入札制度につきましては、さまざまなものが

ありまして、法で義務づけられているもの以外

の制度につきましてもですね、各自治体の状況

に応じまして、導入を検討すべきものが多々あ

るということを認識しております。また、どの

ような入札制度が本市に適しているか、法の要

請や本市の発注量とか、経済情勢等に伴いまし

て変化しておりますので、不断の見直しが必要

ということで、事務局内でですね、現状いいの

かどうかというのを見直し作業を行っている過

程がございます。 

 ただ、その決定はですね、固まりましたの

が、これはもう、私たちの反省すべきところで

ございますけれども、ぎりぎりになって固まっ

たという経緯がございまして、本来ならば、余

裕をもって決定いたしまして、当委員会のほう

に報告すべき内容だったかと思います。 

 それが、導入をいたしましてですね、今日に

至るまで報告がなされなかったということは、

私たちはですね、十分反省すべき点でございま

して、今後はですね、このようなことがないよ

うに報告事項につきましてはですね、速やかに

ですね、報告をしていきたいというふうに考え

ております。それについては、本当に反省して

おります。 

○委員（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員長（田方芳信君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 事後公表というやつ、

これもまた、非常に私も問題と思うし、先ほど

のやっぱり内部牽制とですね、そして政治倫理

のその絡み、これはもっともっとやっぱり議論

していかぬとですね、今、国の通達だから事後

公表イコールというのは、非常に私は説明がつ

かないと思うんですね。 

 一遍、小会していただいてよろしいですか。 

○委員長（田方芳信君） なら、ちょっと小会

します。 

（午後０時３７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時４０分 本会） 

○委員長（田方芳信君） じゃあ、本会に戻し

ます。 

 ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。現場代理人さん

の常駐緩和のことで、この現場代理人さんが現

場を離れることに対して許可をするということ

ですけれども、そのあたりは法律的には触れる

ようなことはないんでしょうか。 

○委員長（田方芳信君） 西課長補佐。 

○契約検査課長補佐（西 竜一君） はい。端

的に言いますと、法律に触れるということはご

ざいません。 

 現場代理人というのは、現場の責任者という

ことですので、何らか現場で発生したり、人の

関係でですね、市のほうから問い合わせがあっ

たりというときに即対応できるような体制をと

っていればいいということでですね、今、昔は

置き電話しかなかった時代というのもあります

ので、――あるんですけど、これはそういう国

からのですね、文書に書いてあるんですが、携

帯電話の普及でですね、連絡が即座にとれると

いうことで、基本的に現場の責任者というの

は、もちろん現場では責任とっていただかなく

ちゃいけないんですけど、そういう連絡を密に

とれる、簡単にとれる、すぐ現場に赴くことが

できるというような状況であれば、現場代理人

はそこにですね、常駐をですね、しなくてもい

いというのは、法律等で規制されていることで

はありません。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 
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○委員（大倉裕一君） はい。法律では、そう

なっているということですけれども、万が一、

現場事故とかが起きたときということを考える

と、やはり現場代理人が常駐していなかったと

いうところに責任が回ってくるんではないかな

というふうに私は理解をしてますし、そのよう

に考えているところでもあります。 

 ですから、もし、現場代理人という方が現場

を離れるということであれば、代理の現場代理

人、――そこの責任者という方をきちんと指名

をしていただいて、行政のほうがそれを認めて

いく、そういう何か単なる責任を変えるだけじ

ゃないかという話になるかもしれませんが、責

任の所在をですね、きちっと、やっぱり現場の

中でも体制を整える指導をですね、行政のほう

からもする必要はあるんじゃないかなというふ

うに思いますので、そのあたりを、ぜひ、今の

ままで法律上は問題ないとおっしゃいますけ

ど、何かあったときでは遅いですので、再度い

ろんな仕事を出される担当部署あたりとです

ね、検討を積み重ねていただいて、問題の部分

をきちっとクリアできるようにですね、お願い

しときたいというふうに要望でお願いをしとき

たいと思います。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

 増田委員。 

○委員（増田一喜君） ちょっと話があれしま

したけど、こっちの、さっきの話なんですけ

ど、公表、非公表の話なんですけどね。先ほど

ではちょっと時間間に合わないみたいで、つい

ついになりましたとか、言われたようですけど

も、何で４月１日にせないけぬかと、そんだけ

時間が足りなければ、来年にしてもいいわけで

しょう。法律で４月１日に、――２５年の４月

１日に始めなさいちゅうこともないわけでしょ

う。じゃあ、時間がなかった、６月になるぐら

いだったら、来年の４月１日からしますみたい

な話でも済むじゃないですか。そこらあたり

も、ちょっとおかしいなと思ったんですけど。 

 それと、これは、そういうふうに言われて、

今後見直すあれはないんですか。もとに返すと

か、そういう考えはないんですか。このまん

ま、しゃんもっでん決めたけん、行くという方

向ですかね。何か知らぬけどね、本当、決めて

しもうた、だけんて、――新聞でもそうでしょ

う、公表しました、だけん、それば、もうのん

でくださいというふうにね。事後報告と、そう

いうふうな形ばっかり、ほとんど今とられてき

ているからですね、非常に不満に思うんですけ

どね。 

 そこら辺を加えて、これを見直すちゅうこと

は考えておられないんですか。 

○契約検査課長（國岡雄幸君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 國岡課長。 

○契約検査課長（國岡雄幸君） はい。いろい

ろ今、委員さんから御指摘いただいたわけでご

ざいますけれども、今スタートしたばかりでご

ざいますので、これにつきましてはですね、こ

のまま行かせていただきたいと思っとります。 

 それと、なぜ４月１日から導入したかといい

ますと、電子入札システムの導入に深くかかわ

りがございます。以前は、――電子入札システ

ムを導入する前はですね、通常の入札をやって

おります。通常の入札といいますか、まずは、

公告をして、指名の場合につきましては、指名

業者さんに通知をして、通知を受けた指名業者

さんが、市役所の閲覧コーナーに来ていただい

て、閲覧をされると。そういうところでです

ね、業者さんたちが、会合されると。それと、

入札のときに、必ず参加された業者さんは一堂

に会し、来られますので、そのとき合わせる場

面がつくられたと。 

 これが、電子入札になりますと、自分の事務

所、もしくは、自宅とか、そういうところでで

すね、気軽に閲覧ができて、――公告の内容の
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閲覧ですね、それと、入札もですね、インター

ネットを通じましてですね、システムに入っ

て、入札ができるということで、集合してです

ね、業者さんが顔を合わせる機会がなくなった

ということ、こういう環境整備が整ったという

ことで、これを契機にということで導入した経

緯がございます。 

 今、言われましたように、猶予期間を設ける

べきじゃなかったんだろうかという御指摘も、

今ございましたけれども、４月からですね、導

入しておりますので、この制度をですね、維持

をしていきたいというふうに考えております。 

○委員長（田方芳信君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 今の電子入札ですよ。

この件についてはですね、もう早くからちゃん

と説明が私たちにあっとっとですよ。恐らく、

事後公表といったら、その後に、恐らく、こ

ら、つけ足したと思うんですね。そこが、何で

それだけで今回のスタートはされぬだったか。

また、つけ足しを、いきなり、私たちにも報告

もなしに、――電子入札はもうちゃんと私は聞

いとるから、今のとおり、おっしゃったとお

り、ああ、これは時代の流れかなていう、それ

はもう私たちも了解しとったわけですが、後が

もう全然、業者の皆さんも知らぬし、私たちも

全然してないという、その辺にやっぱ何かあっ

たんじゃないかなという不信感がまたちょっと

ですね。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

○委員（増田一喜君） よかですか。 

○委員長（田方芳信君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） やっぱりね、言われる

ようにね、こっちには後でしか、後出しみたい

にしかしないと。その前にいい意見もあるでし

ょうと、ね。おたくたちみたいに頭のいい人ば

っかりが考えられるんやったら、そら、いいの

かもしれぬ。たまには、こちらのいい意見もあ

るでしょうと。そういうのも取り入れてほしい

なちゅうのもありますけどもね。 

 それと、もういっちょはですね、うわさがあ

るんですよね。聞いたけれどもね。こうやって

非公表にしますと。ところが、指名された人が

聞きたいて言うたら、聞きに行けば教えてくれ

るよと、そういうことを言われたちゅう方もお

るんですよ。ということは、非公表しながら、

こそっと聞きに行ったら教えてやるよってい

う、そういううわさが出てくるちゅうこと。だ

から、行政に対して非常に不信感があるんです

よ。あり得ないことでしょう。ところが、それ

ができるんですよ。そんな、まさか、そんなこ

とはないですよと、行政がきちんとやるんだか

ら、ないですって、いや、それを知ってる人が

いましたよいうふうなことで、そういううわさ

が、結局、飛び交っているような状況があるん

ですよ。 

 あなた方、それ御存じですか。多分、言われ

ないでしょうね。あなた方の耳にはね。だか

ら、そういう話をすれば、こがん話もちょろっ

て出てきて、ああ、これは大変だって、そうい

うことのないように、今度は所内を引き締めな

いけぬとかいうことにはなるでしょうけど、そ

れがなかったらば、なん、絶対なかっだがとい

うような形になる。だから、官製談合なんちゅ

う、そうやって出てくる可能性が十分あるちゅ

うこと。だから、そういううわさも出てくるわ

けでしょう。確認されたらいかがですか、そう

いうのを。どんなですか。 

○契約検査課長（國岡雄幸君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 國岡課長。 

 それと、先ほど橋本委員の質問に対しての答

弁と両方に対しての答弁をお願いします。 

○契約検査課長（國岡雄幸君） 済みません。 

○委員（橋本幸一君） 電子入札のあれは、も

う同時じゃなくてから、後からそれはつけ足し

てやったっじゃないですかという。 
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○契約検査課長（國岡雄幸君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 國岡課長。 

○契約検査課長（國岡雄幸君） 済みません、

はい。厳密に言いますと、委員さん御指摘のと

おり、電子入札と一体化した制度改正ではござ

いません。電子入札をしたから、必ずそれをし

なければいけないというところのものじゃござ

いません。 

 ただし、先ほど申しましたように、環境が整

ったという点でですね、こういう制度改正に踏

み切ったというのがございます。 

 済みません。そこは、ぎりぎりでそういう制

度改正をいたしたことにつきましてはですね、

本当に周知の期間がなかったし、そこは私たち

の反省すべき点と思います。それにつきまして

はですね、本当に真摯に受けとめまして、こう

いうことがないようにはですね、心がけなきゃ

いけないということでございます。 

 それと、今回、事前公表が事後公表に切りか

わったことについて、もし、公表前にですね、

知っとる職員が漏らしたという場合はどうなる

かといいますと、地方公務員の守秘義務違反に

抵触します。地方公務員法の第３４条だったと

思いますけれども。 

 それとですね、八代市職員の懲戒処分等に関

する基準というのが設けておりまして、これ

は、厳密に厳しい場合につきましては、入札談

合等に関与する行為というのが禁止されとりま

す。それにつきましてはですね、当該入札の公

平を害すべき行為を行った職員ということで、

入札談合等に関与してですね、不正な入札行為

に関与したということになりますと、厳罰が下

されるということで、そういった職員はです

ね、免職または停職とするという規定がござい

ますので、そういうことに係ってくる可能性も

あります。だから、工事関係者の職員さん、―

―私たちもそうなんですけれども、全てにです

ね、そういうことは対象になりますので、そう

いうことがないようにということでですね、庁

舎内の職員につきましてはですね、通知を出し

ております。 

 そういう職員がおったかどうかということに

つきましてはですね、私たちはいなかったとい

うことを、今おったということは、今まで耳に

聞こえてきませんので、いなかったというお答

えしかできないと思います。 

○委員長（田方芳信君） ちょっと待って。 

 今、まだ國岡課長のほうも３月に来たばっか

りで、そんなには詳しくないと思うんですよ

ね。その中で、今、きょう、木本部長のほうも

おられますので、木本部長としては、この件に

ついてどのように判断されますか。 

 木本部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。今、（｢マ

イク使ってもらっていいですか」と呼ぶ者あ

り）経緯は國岡課長が申しましたとおりでござ

いまして、ここ数年、入札に関しましては、先

ほど申しましたが公平性・透明性、いろんな観

点で、数々の改革といいますか、見直しをやっ

てきております。そして、その中に、今回の大

きな転換であります入札、――何ですか、電子

入札ということがございましたので、それにあ

わせまして、先ほどの説明のように、いろいろ

これまでに課題になっていた点を改めて一気に

やったということで、たまたま、そのタイミン

グと説明の時間というのがなかったということ

は、本当に反省しておりますけれども、そうい

った経緯でやっております。 

 かなり、私もびっくりしているように、ここ

数年で、かなり見直し、見直しやってきておっ

とですね。そこあたりは、私自身もやってるな

とは、自分でも思っておりました。 

 以上でございます。 

○委員（増田一喜君） よかですか。 

○委員長（田方芳信君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） 見直しもやけど、ま
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た、課長もね、係長も新しく来ましたって、じ

ゃあ、その新しく来た人がこうやって、こうい

う計画ちゅうか、こういうのをつくって上に上

げていったんですか。それとも、トップダウン

なんですか。それが一つですね。 

 それと、今、見直し、見直しと言うけどね、

見直しも、皆さんが、ああ、なるほどいい見直

しされましたねって言うんじゃったらいいんだ

けども、どうも、この数年、ばんばんばんばん

見直し行くけれども、不信感を受けるような、

そういう見直しになっていきよるようなのが結

構あるんですよね。見直しちゅうのは、やっぱ

りよくするためでしょう。前のが悪いから見直

して、もっとよくしましょうやというのがある

はずですよね。それが、こんなやって言われる

ような見直しの仕方では、ちょっとまずいんじ

ゃないですかね。 

 それと、新しく来ましたから、来て、そし

て、やりましたっていうことなんでしょうけれ

ども、果たしてその相半にこんなことぽんぽん

ぽんって行けれるかなっちゅうことですよ。も

う既に、そのことはわかっていて、ね、課長た

ちがそこに配置がえになる前からわかってい

て、それがかわった途端にぽんと行って、ほい

っと。言わば、私たちからこうやって質問され

たりなんかするときに、ろくすっぽ答えられな

いけど、済みません、出てきました、はい、済

みません、そのまま通してくださいと、何かそ

ういう形になっていくような気がして、そこら

あたりをちょっと納得できるような説明をいた

だきたい。 

○委員長（田方芳信君） ちょっと。今、増田

委員の件について、木本部長。 

○総務部長（木本博明君） 今、増田委員から

のお話もございましたけれども、決して、國岡

課長が今度かわったから云々ということではご

ざいません。これまでですね、数年まで、ここ

数年間のいろんな課題というのを洗い出して、

一つ一つ解決しながらも、時期を見て、ずっと

出してきておりますけれども、今回は、何回も

申しますが、たまたまなんですが、電子入札と

いうことで、――が大きなちょっと転換期でご

ざいましたが、それにあわせて、見直しをずっ

とあっためていた見直すべき項目もずっとやっ

てきて、今回の４月１日が一つの大きな節目だ

ということでやったんです。やりました。 

 ただ、そこに年度末もかかりまして、説明の

時間というか、場所の設定、そういったタイミ

ングを逸したということで、反省はしておりま

す。はい。 

 以上でございます。 

○委員長（田方芳信君） はい。橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 私は、増田副議長とは

別な意味で、本当、國岡課長は本当、何かちょ

うどのときに来られて、とにかく大変な、です

ね、内容な答弁にも困られとっと思うんです

が、やはりですね、やっぱり業者と行政もです

ね、ある意味じゃ、やっぱり信頼関係がなから

ぬといかぬと思うんですね。談合じゃなくてで

すよ。今回についてですね、やっぱり私は、非

常にやっぱり信頼関係が私はなくなっとると思

うんですね。それについてですね、されたかも

しれぬですが、やっぱりいろんな、これは実

践、反省、改革、これは繰り返しと思うんです

が、やはりいろんな今回については、問題がや

っぱり発生しとると、不信感もあると、そうい

う中で、やはりそこはまた改めるべきは改めぬ

といかぬとじゃないかなという、そういう思い

も私はしとるわけです。その辺は、十分行政と

しても、また検討していただいてですね、信頼

をまたぴしゃっと回復できるような、お互いの

やっぱパートナーでいけるような、そういう方

向性を見つけていただきたい。私はお願いいた

します。 

○委員長（田方芳信君） 要望ちゅうことでよ

ろしいですかね。 
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○委員（橋本幸一君） 結構です。 

○委員長（田方芳信君） はい。ほか。 

 増田委員。 

○委員（増田一喜君） 最後ですけど、今、橋

本さんが言われたけど、かわって、私が個人的

に課長、係長を責めるちゅうわけじゃないんで

すけれども、一応、そこらわかっとっていただ

きたいと思います。内容として、そういうこと

を言っとるだけであって、聞きづらかったかも

しれないけれども、それは申しわけないと思っ

ていますので、そこらあたり御理解いただきた

いと思います。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 以上で入札・契約制

度の改正についてを終了します。 

 当委員会の所管事務調査については、ほかに

何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、以上で所

管事務調査２件についての調査を終了します。 

○委員長（田方芳信君） 次に、閉会中の継続

審査及び調査の件についてお諮りいたします。 

 所管事務調査２件については、なお審査を要

すると思いますので、引き続き閉会中の継続審

査の申し出をしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって建設環境委員会を散会いたしま

す。 

（午後０時５９分 閉会） 
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